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はしがき 
 
 本調査は、環境省の平成 14年度地球温暖化クリーン開発メカニズム事業調査に基づき、CDM
／JIの事業化として効果の高いプロジェクトを発掘するとともに、それに必要な知見・手法を蓄
積することを目的として、地球温暖化ガスの排出削減や吸収源強化に繋がるプロジェクトに関す

るフィージビリティスタディ調査を実施したものである。 
 
 本報告書は、環境省の平成 14 年度地球温暖化クリーン開発メカニズム事業調査において財団
法人地球環境センターの委託により㈱日商岩井総合研究所が実施した「ベトナムにおける排出権

獲得の為の民間資金を活用した環境植林 CDM事業化調査」を取り纏めたものである。本調査で
は、ベトナム国フエ省アルイ郡において排出権獲得に繋がる環境植林 CDM事業化について調査
した。 
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まえがき 
 
 本調査はＣＤＭを活用することにより環境植林が民間資金の事業として成り立つかどう

か、その可能性を探るもので、全く新しい分野への挑戦である。この調査は次の４つの点

に特長がある。 
 
１） ＣＤＭの事業化ということである。地球温暖化防止のための京都議定書によって採択

された先進国と途上国間のクリーン開発メカニズムを実際にプロジェクトを立ち上げ

て排出権の獲得を図るという点である。 
２） 植林プロジェクトにおいて行うことである。ＣＤＭは省エネルギー、代替エネルギー、

新エネルギー等のエネルギー工業、バイオマス化学工業等において先行しているが、

植林、即ちＣＯ2の吸収源においては世界的に殆ど未開発の状況にある。吸収量の測定、
認証が技術的に難しく、政治的影響を受けやすい。従ってその手続きについては国際

的に未だ合意されておらず、今年 12月開催予定のＣＯＰ９で決定されることになって
いる。 

３） ベトナムにおいてプロジェクトを立ち上げることである。ベトナムの 1 人当りの国民
所得はまだ４００ドル強で、ＡＳＥＡＮ9ヶ国のなかでも後進国である。しかし地球温
暖化の問題には早くから取り組み、ＣＤＭについて関心が極めて高い国である。世銀、

ＡＤＢの協力を得てＣＤＭに関しＮＳＳ（National Strategy Study）を作成中であ
り、近く完成が予定されている。ベトナム政府はＣＤＭの観点からも植林を重視して

いるのが特徴的であり、私共が同国において植林プロジェクトを提唱する所以である。 
４） 民間資金の調達はグリーンファンドの設立によって行うことを想定したものである。私

共が想定している方法で 10万 haの環境植林を実施するのに約 60億円の資金が必要と
される。そしてそこから得られる排出権は 14年間で CO2ベースで約 1,000万トンと計
算される。少数の企業がいかにＣＤＭを確保したいとしても、簡単に出せる資金ではな

い。ＣＤＭ確保を望む企業のみならず、環境問題に関心のある人、ベトナムでの植林を

通じて国造りに賛同する人が資金を出し合って一歩一歩積み上げていくことが肝要と思

われることから、グリーンファンドを公的金融機関の支援を得て設立してから民間資金

の調達を図るのが最適と思われる。なお、本調査は設立が予定されるファンドの第１号

案件となるであろうＨｕｅ省Ａ Ｌｕｏｉ郡での植林プロジェクトの現地調査を踏まえ
て実施したものである。 
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 尚、本調査に係る株式会社日商岩井総合研究所における従事者及び担当業務は下記の通
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株式会社日商岩井総合研究所 
代表取締役所長 砂川 眞 



 

略語解説略語解説略語解説略語解説    

    

ＡＤＢ： Asian Development Bank 
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ＡＬＧＡＳ： Asia Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy 

 アジア最小コスト温暖化ガス削減戦略 

ＣＤＭ： Clean Development Mechanism 

 クリーン開発メカニズム 

ＣＥＲ： Certified Emission Reduction 

 認証排出削減量 
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 気候変動枠組条約締約国会議 
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ＦＣ： Forestry Company 
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ＦＩＰＩ： Forest Inventory and Planning Institute 

 森林資源開発研究所 

ＦＰＤ： Full Project Documents 

 プロジェクト詳細説明書 

ＦＳＩＶ： Forest Science institute of Vietnam 

 森林科学研究所 

ＧＩＳ： Geographic Information System  

 地理情報システム 

ＨＭＳ： Hydro Metrology Service 
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ＭＡＲＤ： Ministry of Agricultural and Rural Development 
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ＭＯＰ： Meeting of the Parties 
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ＭＰＩ： Ministry of Planning and Investment  
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ＮＡＶ： Nordic Assistance to Vietnam 
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 非政府組織 

ＮＩＣ： Nissho Iwai Corporation 

 日商岩井(株)  

ＮＩＲＩ： Nissho Iwai Research Institute, Ltd. 

 (株)日商岩井総合研究所 

ＮＯＥ： National Operational Entity  

 (ベトナム国が設置する)国の運営機関 

ＮＰＫ： チッ素（N）、リン酸（P）、カリ（K） 

 肥料の三要素 

ＮＳＳ： National Strategy Study (Program) 

 世銀の CDM キャパシティ・ビルディングプログラム 

ＰＩＮ： Project Idea Note  

 プロジェクト概略説明書 

ＰＭＢ： Project Management Board 



 

 プロジェクト管理委員会 

ＰＭＵ： Project Management Unit 

 (PMB と同じ意味) 

ＶＢＡＲＤ： Vietnam Bank for Agricultural and Rural Development 

 国営ベトナム農業・地方開発銀行 

ＶＣＳＣ： Vietnam CDM Steering Committee  

 ベトナム国 CDM 運営委員会 

Ｖｉｎａｆｏｒ：Vietnam Forest Corporation 

 ベトナム林業公社 
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第1章 調査概要 
 
1.1 目的 
 1997年 12月に気候変動に関する国際連合枠組条約第 3回締結国会議（COP3）が開催さ
れ、二酸化炭素（以下 CO2）を含めた温室効果ガスによる地球温暖化防止のため、日本は
2008年から 2012年の平均排出量を 1990年レベルより６％削減（先進国全体で５％削減）
するという目標が「京都議定書」として採択された。 
 京都議定書では、目標達成の柔軟性措置として、先進国・途上国間の「クリーン開発メ

カニズム（CDM）」、先進国間の「共同実施（JI）」等の京都メカニズムを活用することが盛
り込まれている。 
 本調査は、CDM として効果の高いプロジェクトを発掘するとともに、CDM の仕組みに
対する国内・国際ルール作りに必要な知見、炭素クレジット獲得のための手法などを蓄積

することを目的に、ベトナムにおいて温室効果ガスの吸収源強化につながる民間資金を活

用した環境植林 CDM事業について、フィージビリティ調査を実施するものである。 
 

1.2 調査概要 
 1.2.1 調査ニーズ 
 ベトナムの国土面積は 33 万平方キロメートル(33 百万 Ha)であり、1943 年の森林率は 43％であ

った。しかし、ベトナム戦争により森林が大きく破壊され、加えて戦後も経済の低迷から農民などに

よる無秩序な伐採が繰り返され森林地帯の荒廃が進み、1995 年には森林率が 28%に低下した。森

林率の回復をはかるべく、ベトナム政府は、1998 年に 500万Haの森林造成計画を国家プロジェク

トとして打ち出している。 

 一方、CO2 排出権の国際市場での売買という新しい概念が生まれたことにより、公的資金に加え

て民間資金を環境植林事業にも活用するべくベトナム農業・地方開発省(MARD)が検討している。

世界でもほとんど例の無い民間資金活用型の環境植林事業を実施するには、植林の技術的な課

題のみならず、CDM 活用による収益分を含めた事業採算性の検証、ベトナムの法整備やキャパシ

ティ・ビルディングが必要である。このため、ベトナム政府は CDM をベースとした環境植林事業全

般のフレームワーク構築を当社に要請している。 

 本要請を受け、民間資金を活用し CDM 植林事業を実施のプロセスに乗せるためには、実践的

な植林事業化調査を含め、環境植林 CDM 事業としての課題や問題点、手法、可能性、国際的な

普及性等を調査する必要性がある。このため、本調査では、以下に述べる調査が必要であると判

断される（調査概要は下記の通り、詳細等については後述する）。 

 
 1.2.2 ベトナム政府における CDM 関連基礎調査 
 ベトナムにおける地球温暖化対策の方針、認証関連法制度の実態、Capacity Building の必要性

などの調査を行うとともに、ベトナムにおける CDM の受入体制や環境植林事業に対する現地ニー
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ズの再確認を行い、環境植林事業実施の諸条件、問題点等を抽出する。 

 
1.2.3 ベトナムにおける植林関連基礎調査 

 植林対象地域とその周辺地域の現状（気候、植生、土地利用、制約要因（植林対象外地域の把

握）、病害虫・森林災害など）、植林実施による直接影響及び間接影響などの調査を行う。 

 
1.2.4 CDMに係るデータ分析 

(1) ベースライン設定のため、植林対象場所のバイオマス現存量を把握するととも
に、将来の土地変化などを考慮し、バイオマス量の将来予測を行う。 

(2) 植林樹種の樹木成長率を推定し、炭素吸収量の定量化を行う。 
(3) 植林における不確実性を精査し、可能であればその定量化を行う。 
(4) 環境植林事業阻害要因を把握し、その対応策などを検討する。 
 

1.2.5 事業採算性に関する調査 
 採算性分析に係るパラメータの整理、炭素クレジットの認証及び排出権取引市場の動向を調査

し、事業のリスク分析を行うとともに、対象地域での民間資金を活用した環境植林事業の Financial 

Model を検討する。調査結果を基に、プロジェクトの立案（プロジェクトバウンダリーの設定、温室効

果ガス削減効果、費用対効果、実施体制、事業の持続性の検討、他の東南アジア）と評価を行う。 

 
1.2.6 現地調査 

 1-2-2～1-2-5を行うにあたり必要となる情報、データの収集を行うため、現地カウンター
パート（ベトナム農業・地方開発省、ベトナム気象水文総局、Jaakko Poyry Consulting
等）と共同して現地調査を行う。 

 
1.3 カウンターパートの概要 
 当社のカウンターパートは、下記の通り 

(1) ベトナム農業・地方開発省（MARD） 
   ベトナム農業・地方開発省は、国家計画に基づいて国内農業部門、特に植林および農

産物加工の分野で海外からの投資拡大政策を実施している。当社は同省より、環境植

林の調査および事業化を要請されており、対象地域データを一部取得済みである。本

調査においては植林関連に関する現地側協力先となる。 
(2) ベトナム気象水文総局（HMS） 

    ベトナム気象水文総局は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)および京都議定書の実

行組織として政府より認定されている。当社は、CDM 事業構想の実現に向けて、これま

でHMSと排出権獲得の具体的なプラン作りを協議している。本調査においてはCDM関

連に関する現地協力先となる。 
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(3) Jaakko Poyry Consulting 
   本調査における植林関連の技術的な調査・分析については Jakko Poyry Consulting を

起用した。同社が属する Jaakko Poyry Group は、1958 年に創業したコンサルティングと

エンジニアリングを行なうフィンランド企業であり、森林関連産業(紙・パルプ等)、エネル

ギー関連産業、環境関連産業の3つを柱とする。Jaakko Poyry Consultingは、国際的に

広く活動を行う森林関連のコンサルティング分野のトップ企業であり、世界シェアは約 7

割を占め、実績も豊富であることから、今回の協力先として選定した。 

(4) フエ省 Department of Agriculture and Rural Development (DARD) 
(5) フエ省 Department Forestry Development (DFD) ：省レベルの林業開発支局 
(6) A Luoi People's Committee：アルイ郡人民委員会 
(7) A Luoi Forest Enterprise  

 
（その他の現地協力先・現地面談先） 

(8) Forest Inventory and Planning Institute (FIPI フエ事務所) （森林資源開発研究所） 
(9) Forest Science Institute of Vietnam (FSIV) （森林科学研究所） 
(10) Protection Forest Management Board of Bo River Watershed 
(11) VIJA Chip 
(12) JICAハノイ事務所 
(13) JBICハノイ事務所 
(14) Japan International Volunteer Centerハノイ事務所 
(15) KfWハノイ事務所 
(16) WWFハノイ事務所 
(17) Netherlands Development Organization (SNV)  
(18) Nordic Assistance to Vietnam (NAV) 
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1.4  事前調査 
1.4.1 文献調査 
 本調査における参考文献は以下の通りである。 

・ 「京都議定書における吸収源プロジェクトに関する国際的動向」環境庁国立環境

研究所 
・ 「排出権取引の実務」中央青山監査法人／中央アステナビリティ研究所 
・ 平成 10年度地球環境総合開発計画調査事業「ベトナムにおける産業植林の可能

性と地球温暖化対策上の効果に関するＦ／Ｓ調査」日本貿易振興会 
・ 「京都メカニズムに関する検討会議事録（第一回）」環境省地球環境局 平成 14

年 4月 
・ 「地球環境保全のための森林保全整備に関する協議会」協議会資料（第１回平成

14年 5月、第２回平成 14年 7月、第 3回平成 14年 7月） 
・ 「気候変動問題対応日本国内政策措置ポートフォリオ提案」（財団法人地球環境

戦略研究機関 平成 14年 7月） 
・ 平成 12 年度 NEDO 調査報告書「炭素税・排出権取引分析モデルの調査」株式

会社三菱総合研究所 平成 13年 3月 
・ 「京都議定書と京都メカニズムを考えるシンポジウム資料」（㈱富士総合研究所 

平成 14年 5月） 
・ 平成 13 年度 NEDO 調査報告書「京都メカニズムを活用した炭素クレジット炭

素税・排出権取引分析モデルの調査」株式会社三菱総合研究所 平成 13年 3月 
・ 「京都メカニズム利用ガイド」経済産業省 平成 14年 8月 
・ 「国際農林業開発と環境への影響及びその評価に関する研究」九州大学熱帯農学

研究センター 平成 10年 3月 
・ 「ベトナム社会主義共和国メコンデルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画終了

時評価報告書」国際協力事業団 平成 12年 3月 
・ 「環境白書」環境庁編 
・ 「よくわかる排出権ビジネス」（㈱富士総合研究所 平成 14年 9月） 
・ 「熱帯土壌学」（久馬一剛（編）平成 13年 12月） 
・ 「熱帯植物要覧」（熱帯植物研究会（編）平成 8年 6月） 
・ 「保全生態学入門」（鷲谷いづみ／矢原撤一（著）平成 14年 6月） 
・ 「森林資源科学入門」（日本大学森林資源科学科（編）平成 14年 4月） 
・ 「造林学」（川名明／片岡寛純他（著）平成 14年 4月） 
・ 平成 12年度地球温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査「インドネシアに

おける植林の事業性評価調査」住友林業株式会社 
・ 平成 11年度地球温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査「インドネシア東

カリマンタンにおける植林の事業性評価調査」住友林業株式会社 
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・ “National Five Million Hectare Reforestation Programme” (Ministry of 
Agriculture and Rural Development Department for Forestry Development, 
2001) 

・ “Studies on the use of natural hybrids – Between Acacia Mangium and 
Acacia Auriculiformis in Vietnam” (Forest Science Institute of Vietnam 
Research Centre for Forest Tree Improvement , 2001) 

・ “Project Appraisal Document on a Proposed Credit in the amount of SDR87.9 
million to the Socialist Republic of Vietnam for a Northern Mountains 
Poverty Reduction Project” (The World Bank, Sept.,2001)  

・ ベトナム林業セクター法令（別紙法令集リスト参照） 
・ “Statistic of Area by District, Commune” (Thua Thien-Hue Province)  
・ “Estimated Calculation 2002 Plantation Budget – Project : A Loui Protection 

Forest Plantation ” (A Loui Forest Enterprise, Feb., 2002) 
・ “Total Planted Forest of A Loui Forest Enterprise in three Years (1999-2001)” 

(A Loui Forest Enterprise, 2002) 
・ “Forest Situation in 1994 from Decision 719 of Thua Thien Hue” (People 

Council of Thua Thien Hue, Aug., 1997 ) 
・ “Forest Situation in 1999 of Thua Thien Hue and Future Plan for Log 

Cutting From 2002-2010” ( People Council of Thua Thien Hue, Sept., 2001) 
・ “Protection Forest Plantation for Huong River- Thua Thien Hue Province” 

(Department of Forest Development, Jun.,2001) 
・ “National Strategy for Environmental Protection 2001-2010” (Ministry of 

Science, Technology and Environment National Environmental Agency, Mar., 
2000) 

・ “Statistical Yearbook 2001”, Socialist Republic of Vietnam, General Statistics 
Office. 

・ “Land Use, Land-Use Change, and Forestry” , A Special Report of the IPCC, 
(Panel on Climate Change, Aug., 1999) 

 
1.4.2 専門家ヒアリング 
 現地調査に先立ち、植林関連及び CDM関連の専門家より示唆に富むアドバイスを頂き、
本調査の参考とさせていただいた。 
1.4.2.1 植林関連 

・ 藤原豊太郎氏（王子製紙株式会社環境植林専門員）平成 14年 7月 3
日実施 

・ 原口直人氏（王子製紙株式会社原材料本部海外植林部マネージャー）、
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藤原豊太郎氏（前記）平成 14年 7月 24日実施 
・ 冨永 拓也氏（日商岩井株式会社 生活産業カンパニー 物資部 チ

ップ植林課）平成 14年 9月実施 
1.4.2.2 CDM関連 

・ 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 熊倉課長補佐 平成14年

11 月 15 日 
・ 経産省 産業技術環境局 環境政策課地球環境対策室国際係長 

環境協力チーム付 下川係長 平成 14年 10 月 31 日 
 

1.5 現地調査方法の検討 
 事前調査及び専門家ヒアリング等を踏まえ、下記調査が必要と判断し、調査内容フロ

ー（P9）の通り、本調査を計画・実施した（具体的な調査日程は P9参照）。 
①ベトナムにおける植林関連基礎調査 

②ベトナムにおける CDM関連基礎調査 
③CDM に係るデータ分析 
④事業採算性調査 
⑤現地調査 
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調査内容フロー調査内容フロー調査内容フロー調査内容フロー    

調査内容のフローは以下の通り。 

植林関連 CDM関連 

現地調査現地調査現地調査現地調査    

データ分析と採算性の把握データ分析と採算性の把握データ分析と採算性の把握データ分析と採算性の把握    

民間資金を活用した環境植林民間資金を活用した環境植林民間資金を活用した環境植林民間資金を活用した環境植林 CDMCDMCDMCDM事業の可能性に関する考察事業の可能性に関する考察事業の可能性に関する考察事業の可能性に関する考察  

報告書作成報告書作成報告書作成報告書作成    

・ベトナムにおける地球温暖化対策の
方針調査 

・認証関連の法制度の実態調査 
・ 環境植林事業に対する現地ニーズの
再確認 
・環境植林事業実施の諸条件、問題点等
の確認 
・Capacity Buildingの実態調査 

・文献調査・現地からの情報収集 
・専門家ヒアリングおよび意見交換 
・ カウンターパート・委託先企業との擦りあわせ 
・ 環境植林対象地域の選定(Ha Tinh もしくはThua Thien Hue) 
・現地調査方法の検討・詳細スケジュール調整 

・環境植林事業阻害要因の把握 
・採算性分析に関わるパラメータの整
理 
・認証および排出権取引市場の動向調
査 
・リスク分析 

・植林対象地域の現状、土地利用状況、制
約要因の調査(植林対象外地域の把握)
・植林対象地域の気候、植生の把握。 
・植林実施により与えうる直接影響調査
・植林実施により与えうる間接影響調査
・病虫害・森林火災調査 
 

・環境植林事業に適用できるFinancial Structure の検討 
・モデルプランの提言 

事前調査事前調査事前調査事前調査    

・植林を実施した場合の樹木成長率の
推定 
・予想される温室効果ガスの定量化 

(炭素固定評価方法提案) 
・植林における不確実性の精査 

・対象地域での事業のFinancial Model 作成(採算性評価) 
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調査日程調査日程調査日程調査日程 

 

H14年 H15年
2002年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

1.　事前調査 (日本での作業)

・文献調査・情報収集
・専門家ヒアリング
・関係者擦りあわせ
・環境植林対象地域の選定
・現地調査方法検討

2. 現地調査 (ベトナムでの作業)

～CDM関連～

・ベトナム政府の方針調査
・法制度調査
・現地ニーズ再確認
・実施諸条件・問題点確認
・Capacity Building実態調査

～植林技術～

・制約要因調査
・対象地域の特性把握
・直接影響調査
・間接影響調査
・病虫害・森林火災調査

3. データ分析と採算性の把握 (日本での作業)

～CDM関連～

・事業阻害要因把握
・パラメータ整理
・認証・排出権取引動向調査
・リスク分析

～植林技術～

・樹木の成長率の推定
・温室効果ガスの定量化
・不確実性の精査

・Financial Modelでの分析

4. 民間資金を活用した環境植林CDM事業化に関する考察 (日本での作業)

・Financial Structureの検討
・モデルプラン提言

5. 報告書作成 (日本での作業)

・中間報告書提出
・最終報告書提出
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1.6  期待される調査結果 
 本調査により、植林の技術的な可能性の確認や温室効果ガスの削減効果の定量化を行な

う事、環境植林 CDM 事業としての課題や採算性等を明らかとする事により、ベトナムにお

いて環境植林に対する民間投資の指標となる事が期待される。 

 またこの具体的な事例を使った環境植林事業の技術的な調査とCDM事業への展開を推進

する中で、CDMの仕組みに対する国内・国際ルール作りに必要な知見、炭素クレジット獲得
のための手法などを蓄積し、ベトナムの法的整備を含む Capacity Building の現状と課題

を把握できる。 

 上記を通じ、ベトナムにおいて温室効果ガスの吸収源強化につながる民間資金を活用した環

境植林 CDM事業について、具体的行動に移る事が可能となると予想される。
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第２章 ベトナムの一般概況 
 
2.1 ベトナムの概要    
2.1.1 ベトナム国の地勢等一般状況は下記の通りである。 
①国 名：ベトナム社会主義共和国（Socialist Republic of Viet Nam） 
②面 積： 33万 1,688km2  
③人 口： 約 7,768万人（2001年 1月） 人口増加率：1.58％（99年 4月） 
④首 都： ハノイ  
⑤民 族： キン族（越人）90％、約 60の少数民族  
⑥言 語： ヴィェトナム語  
⑦宗 教： 仏教（80％）、カトリック、カオダイ教他  
⑧政 体： 社会主義共和国  
⑨元 首： チャン・ドゥック・ルオン国家主席  
⑩国 会： （グエン・ヴァン・アン議長） 
（1）一院制（450名）、任期 5年 
（2）中選挙区 
（3）選挙権満 18歳以上、被選挙権満 21歳以上 
 
2.1.2 内政 
首相 ファン・ヴァン・カイ、外相 グエン・ジー・ニエン 
 97 年後半にフィエウ党書記長、ルオン国家主席、カイ首相からなる最高指導部が成立し、
86 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済システムの導入と対外開放化を柱としたドイモ
イ（刷新）路線を継続、外資導入に向けた構造改革や国際競争力強化に取り組んでいる。他方、

ドイモイの進展の裏で、貧富の差の拡大、汚職の蔓廷、官僚主義の弊害などのマイナス面も顕

在化している。 
 2001年 4月 19日から 22日まで、第 9回共産党大会が開催され、共産党一党支配による社
会主義体制の維持と「ドイモイ（刷新）」路線継続という基本方針の継承が打ち出されるとと

もに、党員の腐敗撲滅に向けての各種対策が示された。また、今次大会においてフィエウ書記

長が退任し、マイン国会議長が新書記長に選出された。 
 第 9回党大会で採択された 10ヵ年社会経済開発戦略（2001年～2010年）及び 5ヵ年社会
経済開発計画（2001年～2005年）において工業化と国際経済への統合を見据えた国内改革の
具体的な方向性が示されている。 
 2002 年 8 月に発足したカイ首相の改造新内閣は従来のドイモイ路線を継承する実務型内閣
と言われており、積極的な改革実行が期待されている。 
2.1.3 外交・国防  
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 外交基本方針：全方位外交の展開、特にアセアン、アジア・太平洋諸国等近隣諸国との友好

関係の拡大に努めること。1995 年 7 月、米国と国交正常化、アセアンに加盟。98 年 11 月、
APECに正式参加。  
 .軍事力：（2000／2001年版ミリタリー・バランスより）  
（1）予算 10億ドル（2000年推定） 
（2）兵役 徴兵制（18～27才間の 2年間が標準） 
（3）兵力 48.4万人（主力軍）  
 
2.2 ベトナム国の経済概要  
2.2.1 ベトナムの経済一般概要は下記の通りである。 
①主要産業：農林水産業、鉱業 
②GDP： 301億米ドル（2000年 IMF資料）  
③一人当り GDP 388米ドル（2000年 IMF資料）  
④経済成長率 6.7％（2000年政府公表） 
⑤物価上昇率 -0.6％（2000年政府公表）  
⑥失業率 7.4％（99年政府公表）  
⑦貿易額（2000年） （1）輸出 143億ドル (2)輸入 152億ドル  
⑧主要貿易品目（2000年）  
（１）輸出 原油、繊維、履き物類 
（２）輸入 機械、石油製品、衣料品材料  
⑨ 貿易相手国（99年） （1）輸出 日本、シンガポール、中国、豪 (2）輸入 シンガポー
ル、台湾、日本、韓国  

⑩ 通貨 ドン（Dong） 為替レート 1ドル＝14,071ドン（2000年 6月） 
⑪ 外国からの投資実績 374億ドル（2000年 12月現在） 
 
2.2.2 経済概況 
 89 年頃よりドイモイの成果が上がり始め、95～96 年には 9％台の高い経済成長を続けた。
しかし、97 年に入り、成長率の鈍化等の傾向が表面化したのに加え、アジア経済危機の影響
を受け、外国直接投資が急減し、また、輸出面でも周辺諸国との競争激化に晒され、99 年の
成長率は 4.8％に低下した。 
 2000年に入って、ヴィエトナム経済は、ようやく歯止めがかかり、2000年の成長率は 6.7％
に達した。近隣の ASEAN諸国経済が低迷するなかで、ベトナム経済は比較的順調な成長を続
けており、2001 年から始まった新 5 ヵ年計画では年率 7.5%成長を目標に置いている。但し、
国際経済の低迷による輸出需要の停滞、国際一次産品価格の低迷等の影響により 2001 年の成
長率は 6.8%に止まり、2002 年の予想成長率も 7.0%に止まった。国営企業改革の遅れなどが
足枷になって目標値には届かなかったものの、民間企業（私企業）の創業が相次ぎ成長を支え
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た形である。未成熟な投資環境など懸念材料も依然残っており、直接投資は全体として件数的

には増加しているものの、投資額は昨年比半減した（10.8 億ドル 2002 年 1-9 月）。また、輸
出が伸び悩む一方で開発に伴う輸入需要が旺盛なため、貿易赤字が前年より倍増の見込み（約

20億ドル 2002年 1-10月）。 
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2.3 ベトナムの産業概要    
 1976年に南北統一した同国は、農業中心から旧ソ連型の重工業を重視する政策に転換した。
しかし早急な重工業化政策は失敗し、就業人口別では農業分野が高いシェアを占め続け、80
年代の産業構造は大きく変化しなかった。90 年代に入っても、農業人口比率に大きな変化は
ないが、GDP構成比では 86年のドイモイ（刷新）政策による市場経済の導入により、鉱工業、
サービス業（商業、運輸・通信、金融・銀行、観光、行政・社会サービスなどの総称）のシェ

アが伸びている。 
 社会・経済構造の中心となってきた農業部門は、現在も就業人口の約 70%を占める。しかし、
GDP 構成比では近年その割合が低下しており、91 年には全体の 40%に達していたシェアは
2000 年には 24.3%にまで低下している。農業は、灌漑などのインフラ整備が不十分であるた
め、生産は天候や干ばつ・冷害・洪水といった天災に大きく左右されその成長は一定しないと

いう特色を持っている。 
 鉱工業部門は対 GDP 比約 30%、就業人口の約 10%を占め、90 年代に入り高い伸びを見せ
た。ただし､97年からの景気後退局面で成長率は低下し、99年は前年比 9.3%の伸びにとどま
った。2000 年は順調な輸出を背景に非国営（民間）部門や外資部門が牽引して回復基調とな
り、同 10.8%の成長となって経済成長を下支えした。 
 建設業部門は住宅を中心に成長し、97 年まで 2 桁以上の高成長を記録した。しかし、外国
直接投資（FDI）の流入が減退しホテル・オフィスビル建設ブームが一段落したことで、98年
の伸びは全産業含めて初のマイナス成長となる前年比 0.5%減となった。99年、2000年は、政
府が景気対策のため地方のインフラ整備を積極的に行ったことを受け、プラス成長を回復した。 
 経済活動の自由化に伴いサービス業の GDP構成比は高まり、農業を抜いて 40%弱となって
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いる。そのうち、商業部門は鉱工業部門の成長と同様に 95年、96年は高成長で経済成長の牽
引力の一つとなったが、その後は外資流入の減少の影響もあってシェアを落としている。しか

し、農業部門の就業人口が頭打ちであることや 2001年 4月の第 9回党大会で採択された新 10
カ年社会経済戦略1の中で同部門の就業人口構成比率を 50%にまで引き下げるとしていること
から、今後は同部門から鉱工業部門やサービス部門への雇用シフトがより顕著化してくること

が予想される。 
 工業生産は、90 年代以降常に 2 桁成長という高水準で推移してきた。しかし、原材料の大
部分は輸入に頼っており、品質の面でも競争力に乏しいなど問題は数多い。90 年代初めの高
成長は、86年のドイモイ導入以降に開発が始まった原油生産が本格化したことが要因だった。
一方、90 年代半ばの工業生産の高い伸び率は、中央管轄国営企業（SOE）による原材料・燃
料、中間財生産の拡大や民間企業による投資の拡大などを反映したものと考えられる。しかし、

97 年からは消費需要の一巡や食糧価格低下に伴う農業従事者の所得減少などの影響を受け、
工業生産の伸びは鈍化傾向となり、99年には 11.6%にまで伸びが鈍化した。2000年は、景気
回復による内需増加と非国営企業の設立ラッシュによって工業生産が拡大したことに加え、

FDIが回復基調に転じたことで前年比 15.7％と大幅に伸張した。 
 国営部門は、90 年代半ばまでは前年比で平均 15%弱の高成長を維持していたが、近年その
伸び率は急低下し、99年には前年比 5.4%まで落ち込んだ。しかし、99年後半以降の政府によ
る地方農村部へのインフラ投資拡大によって、2000 年の国営部門は同 12.1%（地方管轄は同
15.0%）と大幅に伸長した。 
 非国営部門は、98 年以降木材加工や食料加工などの軽工業生産を行う民間企業が成長し、
また 2000年 1月施行の企業法によって数多くの民間企業が設立されており、2000年の生産額
は前年比 18.3%と高水準となった。 
 外資系企業は 20%以上の成長を続けてきたが、FDIの流入減少傾向を受けて 98年の 24.4%
の成長以降その伸びは鈍化している。しかし、2000年以降の FDIの回復に加え、既投資企業
の経営安定化に伴う追加設備投資の影響で今後とも引き続き工業生産全体の伸長に貢献して

いくものと思われる。 
 製品別では、90 年代半ばまでの高水準経済成長により、鉄鋼、セメント、化学肥料など建
設資材や原材料の生産が大きく伸びた。97年からの FDIの減退や内需低迷で石炭など一部製
品の生産の伸びは鈍化したが、概ね順調な生産動向といえる。原油生産は、外資を中心とする

開発案件が相次いでおり、今後も順調に拡大していくであろう。タバコやビールなどの消費財

は、国産品の品質向上や、合弁事業による新製品の開発やマーケティングの導入などの効果で

生産は増加傾向にあり、99年は景気後退の影響でいったん停滞したが、2000年には再び増加

                                                   
1 2020年までに工業国になることを目指した上で①GDPを 2000年の 2倍にする、②実質ＧＤＰ成長率（年

平均）を農林水産業 4.0~5.0%、工業 10~15%、サービス業 7~8%にする、③GDPシェアを農林水産業 16~17%、

工業 40~41%、サービス業 42~43%にする、④農業労働従事者を現在の約 70%から 50%にする等としている。 
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に転じており、ビールに至っては 90年の約 7倍にあたる 7億 2800万リットルの生産高を示
している。 
 
 
2.4 ベトナムの環境汚染の概要 
 
2.4.1 環境汚染の概要 
 ベトナムの高い経済成長率は、多くはドイモイ路線実施以前の時期に導入された老朽化した

設備の稼動によって生み出されたものであり、生産に伴って排出される廃棄物を処理する施設

はないかあっても非常に不十分な施設でしかなく、また、度重なる戦争の影響で社会・経済イ

ンフラに殆ど投資が行われない状況下で達成されたもので、しかも農村に多くの潜在的失業者

を抱える中、経済機構の変化に伴い成長率が相対的に高い工業分野に人が集まる人口の都市集

中化によって環境問題はさらに複雑化している。 
 その結果として、以下のような問題が発生又は顕在化している。 
(1) 環境や天然資源に多くの影響を与え、森林面積も国土総面積の 28.8%に減少し、水源地の
喪失や表土の流出を引き起こしている。 

(2) 水質も、特にハノイ、ホーチミン氏などの都市部において悪化し、有機質、栄養塩、重金
属、細菌、農薬などにより悪化してきている。また、各地の地下水も量的に減ったり、質

的に汚染されたりする傾向にある。 
(3) 都市部や工業地帯では、生産―経営―輸送から排出される廃液、排ガス、騒音、粉じん等
が旧式の中小規模の生産施設やインフラ不足も相俟って、環境悪化を招き、固形廃棄物の

処理場、焼却場、生活用の下水処理場等も不足している。 
(4) 農村の環境も、化学肥料や農薬の不適切な使用や、低い衛生意識により悪化している。 
(5) 工業分野では、特に化学工業、金属精錬工業、建設材料産業、鉱山開発、小規模手工業等
の分野で労働環境野基準が達せられていない。 
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第3章 プロジェクト実施に当たって前提となる諸条件について 
    ～ベトナム政府における CDM関連基礎調査～ 
 
3.1 環境植林事業に対する現地ニーズ 
3.1.1 ベトナムにおける植林政策の変遷 
（1955年～1989年） 
 ヴェトナムにおける植林の歴史は 1955 年から開始、1960 年のホーチミン国家主席の提
唱による植樹運動以降、事業として全国規模で本格的に展開して行った。初期の植林は、

林業事業体（Forest Enterprise：機能的には日本の営林署に相当）や農業共同体などの公
営企業体により実施されたが、不明瞭な管理経営計画、植林技術の低さ、低品質の種子な

どの為、植林の成功率は 40‐50％とされる。 
 1986年ドイモイ政策導入以降の植林技術の進歩、早成樹種の導入、管理経営計画の改善
などの結果、植林の成功率も 70％を越える水準に達したと言われる。植林面積としては、
1975年－1985年の間は年平均で 40,000－50,000ha、1995年で 150,000haが植林された
とされる。一方、事業規模として 1955 年－1995 年の間に約 400 万 ha の植林が実施され
たものの、成功率の低さや伐採により約 105万 haの人工林しか現存していない状況と言わ
れる。 
 後述する「500 万 ha 森林造成国家プロジェクト」の実現の為には、年平均 250,000－
300,000ha程度の植林規模の維持が必要と判断される。 
 
（1990年以降） 
 1990年以降の植林政策の変遷を振り返って見ると； 
1989‐91年 ベトナムにおける熱帯林行動計画（TAFP：Tropical Forestry 
       Action Program ）がスタート。 
1991年   Forestry Sector Review（ Forestry Master Plan ） 
       TAFPの一貫として 2000年までの森林・林業分野の開発・発展戦略が 
       取りまとめられる。 
1992年   政府決定令 327／CT号 
       「裸地・荒廃地・森林地・海岸砂地・水系利用の為のプロジェクト」が 
       発令される。 
1993年   TAFPは NFAP（National Forestry Action Program 国家森林行動計 

   画）と名称変更され、政治・社会経済発展政策（5ヵ年計画） 
       に組み込まれた。林業省（当時）「2000年までのヴェトナム森林開発戦略目 
       標」を発表。 
       2000年までに新規造林 100万 haを含む 500万 ha森林造成構想。 
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1995年   政府決定令 556／TTｇ号 
       政府決定令 327の社会経済開発的色彩を、森林資源の保護、造成を主目的 
       としたプログラムに変更。 
       327が「2010年に向けての国家森林計画」と位置付けられる。 
1997年  「500万 haの森林造成」が国家決議（08／1997 QH１０） 
1998年  首相決定令 661／QD－TTｇ号 
      「500万 ha森林造成国家プロジェクトにおける目的・課題・政策・実行 
      体制に就いて」が発令され、今日に至っている。 
 
3.1.2 ベトナムにおける植林政策の現状について（植林ニーズ） 
 現状でのベトナムにおける植林政策は 1992 年に発令された政府決定令 327／CT号及び
327／CT 号を含めそれ以前の一連の森林造成計画・構想を統合する事になる 1998 年の首
相決定令 661／QD－TTｇ号が基礎となっている。以下この 2つの決定令を中心に政府の植
林政策を検証する。 
 
【政府決定令 327／CT号】 
 1992年に発令。少数民族の多い山岳地帯を中心に、住民の生活・経済レベル向上と土地
利用促進・地域振興を目指した開発プロジェクトとしてスタートし、「裸地・荒廃地・森林

地・海岸砂地・水系利用のためのプロジェクト」と称された。 
 「林業・農業・定住」のスローガンの元に開始されたが、1995年の政府決定令 556／TTg
号により、水源林、海岸林などの保全林、国立公園などの特別利用林の造成・保全が主要

な目的となり「住民による森林資源の造成・保全」的性格のプログラムとなった。これま

でに年平均 5,000万ドルの予算が注ぎ込まれている。 
 役割分担として、地域住民を植林の担い手と位置付けられ、住民は協議の上で配分され

た近隣の森林用地において森林造成・保全を行い、その成果については売上げの２０％を

地方政府に支払う事が決められていた。また、林地内ではアグロフォレストリーにより食

糧や薪炭材の生産も認められている。一方これに対し政府の役割は、植林の指導、道路・

学校・医療施設などのインフラ整備、農地の分与、資金・資材の供与・貸し付けであった。

過疎地・僻地においては Forest Enterprise、軍隊、学生などの各種団体からの労働力が提
供される事も考慮されていた。 
 327／CT号の成果として、1993年－1997年の期間に 545,000haの保護林が植林又は天
然更新により造成されたと言われている。327／CT号は実質的には 1998年に終了し、「500
万 ha森林造成国家プロジェクト」に組み込まれる。 
 
【首相決定令 661／QD－TTg号】 
現在のヴェトナム国における植林政策の根幹をなすものが首相決定令 661／QD-TTg 号
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「500万 ha森林造成国家プロジェクトにおける目的・課題・政策・実行体制について」で
ある。この首相決定令の発令に伴ないそれ以前の一連の森林造成計画・構想は統合された。 
1998年－2010年の目標期間である 13年間で次の 3つの目標が掲げられている。 
 －500万 haの森林造成と既存の森林の保全により国土保全機能を強化、併せ森林率   
  を 1940年代水準の 43％に戻す。 
 －無立木地を森林化し土地利用効率を高める事により地域社会経済の発展・安定を 
  目指す。 
 －山岳地域において林業を地域の重要な経済基盤にする。 
と同時に具体的な課題として 
 －既存の森林（保全林、特別利用林、プログラム 327植林地、生産林）を保全。 
  これらの林地を個人、家族、団体に分配し森林保全と住民の生活向上を目指す。 
 －200万 haの保護林と特別利用林を造成（育成天然更新と植林夫々100万 ha） 
 －300万 haの生産林を造成（産業植林 200万 ha、換金作物 100万 ha） 
を挙げており、達成の為の植林ｽｹｼﾞｭｰﾙを 
 1998年－2000年：植林 70万 haと育成天然更新 35万 ha 
 2001年－2005年：植林 130万 haと育成天然更新 65万 ha 
 2006年－2010年：植林 200万 ha 
が計画されている。 
 政府による見積もりによれば、500万 ha森林造成に要する直接コストは 1998年当時、
約 31.7兆 VNDと考えられており、その資金調達は 4割を政府予算、残額を各種ローンで
賄うと計画されていた。しかしながら、現実には資金確保は困難との認識が高まっており、

実施計画にも遅れが出ている。 
 
3.1.3 森林の機能別区分 
 ベトナムの林地は以下の法律・首相令等に基づき、その機能により 3 つのタイプに区分
されている。 
・1991年法律（ Law on Forestry Protection and Development ） 
・1994 年政令 No.02／CP（  The Allocation of Forestry Land to Organization, 

Households and Individuals for stable and Long Term Use for Forestry Purpose ) 
・2001 年首相令 No０８／2001／QD－TTｇ（ Management of Special-Use Forest , 

Ptotection Forest and Production Forest, which are Natural Forests ) 
（森林の機能別区分） 
－特別利用林（Special Use Forest） 
 1998年時点で、国立公園 10箇所、自然保護区 65箇所、文化･歴史･環境保護区 32箇所 
 が指定されている。 
－保護林（Protection Forest） 
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 機能面では水源涵養林、飛砂防止林、海岸浸食防止林、生活環境保全林に区分される。 
－生産林（Production Forest） 
 大徑材生産林、小徑材生産林、竹林生産林、徳用林産物生産林に区分されている。 
 
 尚、保護林に関しては、樹種構成、林分構造から最重要保護林（Very Essential） 
重要保護林（Essential）通常保護林（Less Essential）に更に細かく分類されている。 
 本調査においては、環境植林と称する場合は保護林における植林を意味し、産業植林と 
称する場合は生産林における植林を意味することとする。 
 
3.1.4 森林区分の指定手順及び森林管理 
 森林区分は以下の手順に基き指定される。 
①特別利用林：国立公園などの設置に関しては、MARDが対象の省及び関係機関の意見を 
       調整し、首相が決定する。通常の特別利用林は、MARDが評価し、それに 
       基き省の人民委員会が指定する。 
②保護林  ：MARDの評価を参考に省の人民委員会が指定する。 
③生産林  ：土地法に基き、個人、世帯、団体への分配及びリースに関し、省の人民委 
       員会がその方針を決定する。 
 森林管理に就いては1993年の土地法及び1998年の土地改正法により、「土地は全人民所
有に属し、国家によって統一的に管理される」と規定された。その中で個人、世帯、団体

への国有地の積極的な土地分与が行われた。また土地分与に先立ち、全ての土地は夫々の

状況に合わせ、農地、林地、地方居住地、都市部市街地、特別用地、未利用地の 6 種類に
分類されている。この土地分与政策に伴ない、山岳少数民族は土地の分与と伴に森林管理

の責任を負う事になった。 
 
3.1.5 植林に係るベトナム政府許認可取得までの工程 
 首相決定令661／QD－TTｇ号第2条に植林は関連政令に基き関連当局の承認が必要と規
定される。植林実施に当たりその許認可に関与するベトナム政府機関はMARD、MPI及び
首相府である。 
 本調査において計画される植林プロジェクトの場合、その許認可取得の手順として下記

が想定される。 
①ベトナム側主管であるMARD及び日本側関係者の参画の元、日越共同実施の本プロジェ
クトに関する Feasibility Study Report（F/S）の作成 

②同 F/Sと共にプロジェクト承認要請がMPIに上程され、同省の承認を経た後、首相府の
承認を得て政府承認が完了する。 
全体工程としてはF/S完成まで2-3カ月、その後の承認手続きに 2-3カ月程度を要する。尚、
前述の中央政府における許認可取得と並行して地方政府等においても許認可取得が必要と
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なる。地方における関連政府機関等は、MARDの地方組織に相当する DARD、人民委員会、
Forest Enterprise であり、許認可取得手順は、MARD によるプロジェクトの暫定承認が
スタートポイントとなる。プロジェクトの F/S完成時がMARDによる暫定承認時と見なさ
れるのが一般的である。暫定承認後、DARD による植林候補地の調査が行われ、その調査
に基き Forest Enterpriseが実施予算を作成を経て、DARDの承認取得で完了となる。 
 工程としては暫定承認後、一連の作業、承認手続きに 3-4カ月を要する。地方組織の関与
は原則として中央政府の承認に基き、実施機関を円滑に動かす為の承認という形式をとる。

これらの一連の許認可承認を取得することにより、初めてベトナムで植林事業を実施する

ことが可能となる。 
 人民委員会については、省レベルにおいて Forest Enterpriseの任命・承認権を持ってお
り、又労働力供給に当っての契約、更には土地利用に係わる Tenure発行権と実施面に関し
て強い影響力を有する。また、ベトナムにおける植林の実施面での特徴となる管理委員会

（PMB：Project Management Board）の存在も考慮が必要である。 
 
 
3.2 ベトナム政府における CDM関連基礎調査 
 
3.2.1 ベトナムにおける地球温暖化対策の方針 
 ベトナムにおける気候変動枠組み条約への取組みとして、アジア最小コスト温暖化ガス削減戦略

(Asia Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy : ALGAS )がある。ALGAS はアジア開発

銀行(Asian Development Bank : ADB)が立案しているもので、ベトナムに関するALGASは1998年

に完成している。他方、ベトナムは 2002 年 9 月 25 日に京都議定書を批准するなど、地球温暖化

対策への積極的な姿勢を見せており、京都メカニズムに基づく CDM 事業にも積極的である。この

ため、後述する世界銀行の CDM キャパシティ・ビルディングプログラムである National Strategy 

Study (NSS)をほぼ完成させ、プロジェクト実施に向けて国内体制を着々と整備しつつある。CDM

事業の推進を図るため、法律の制定や改正の検討および CDMに関する組織と人材の増強、政策

立案者に対する啓蒙などを実施している。 

 
3.2.2 CDM関連に係るベトナム政府関連機関 
 従来、ベトナムにおける CDM 所管は首相府直属機関であった HMS（Hydro 
Meteorological Service : 気象水文総局）が担当、具体的には HMS内に National Office for 
International Treaties on Ozone Layer Protection and Climate Changeと称する独立事
務所を設置し COP１より集中的管理を行ってきた。 
 2002 年 5 月の省庁再編により当時の科学技術環境省（ MOSTE：Ministry of Science  
Technology and Environment )が科学技術省と資源環境省（MONRE：Ministry of 
Technology and Environment ）に分割され、MONREが HMSを併合し、MONREの１
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部局となった HMS が CDM 対策を総合的に所管する体制となった。因みに MONRE は
HMS以外に旧首相府に所属していた土地利用局、及び旧MOSTE組織であった環境保護局
を含めた３局体制となっている。 
 植林事業に係わる CDM 関連の政府機関は、MONRE を中心に、CDM Steering 
Committee (CDMSC）、MPI、MOF、MOFA、MARDがホスト国としての国家承認プロセ
スの過程で関与する事が確認されている。 
 
3.2.3 ベトナム国家承認取得までのプロセス 
 森林シンクに関する詳細ルール決定が COP9（2003年末）になる認識を持ちつつも、ベ
トナムの最重要国家事業である植林事業については、HMSを中心に CDMに関する最初の
プロセスに相当する国家承認までのメカニズムを次の通りと決定している。 
①MONRE大臣官房（Administration Office）が HMS経由でMARD DFD 
作成の PIN（Project Idea Note）が添付された公的要請状（Official Letter Proposal )を
受領する事からスタートする。 
②MONRE（HMS）は同要請状を CDMSCに送付する。 
③CDMSC にて内容確認及び承認が行われる。CDMSC は承認後、承認したことを関係機
関であるMPI、MOF、MOFA夫々に連絡する。 

④MONREは関係機関より異議が無い事を確認の上、Endorsed Letter を発行する。 
以上をもってホスト国での国家承認が完了する。 
 本調査において想定する植林事業については CDM 事業とすることが決め手となる事か

ら、HMSより早期の PIN作成を助言されている。具体的手法としてMARD及び技術的バ
ックアップの為 FISV（Forest Science Institute in Vietnam and Regional Centres ： 森
林科学研究所）を交えた作業チームの編成に日本側も加わること、投資国から見た現状も

踏まえた PINを完成させることの助言を受けた。 
 
3.2.4 排出権獲得までのプロセス 
 国家承認以降のプロセスに就いては、現在MONRE（HMS）が検討を進めている段階で
あり、基本的には国際ルールに準拠する方向との説明を受けている。一方、ベトナム独自

の政策としてNational Operational Entity (NOE）の設置などの検討も行われていること
より、ベトナムとして独自性のあるプロセスが打ち出される可能性もある。 
 HMSが検討している国家承認以降、排出権承認までのプロセス： 
①プロジェクト実施者による PDD（Project Design Document）提出。PINとの整合性を
求められる。 
②PDDは CDM関係機関である、MONRE、MARD、CDMSC、MPI、MOF、MOFA 
により内容確認及び承認が行われる。 
③首相府がこれらの承認に基き Approval Letter を発行 
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という手順が想定されている。 
 一方、NOEについては、関係機関の調整に時間が掛かり、いまだ成案に至っていないが、
Validation・(Monitoring)・Verification・Certification全ての段階においてNOEの関与を
想定しており、このため、排出権承認のメカニズムについても今後の検討の結果、変更さ

れる可能性がある。 
 
3.2.5 Capacity Buildingの必要性 
 MONREが中心となり、CDM 事業の推進を図るため、法律の制定や改正、CDM に関する組

織と人材の増強、政策立案者に対する啓蒙などを実施している。CDMに係るCapacity Buildingに

関する研究として、世界銀行による National Strategic Study (NSS)が進められている。ホスト国の

CDM/JI 事業のインフラ整備に関わる資金援助の一つに、世界銀行の Global Climate Change 

Program があり、付属書Ｉ国の政府から資金を募り、CDM/JI 事業のホスト国にキャパシティ・ビルデ

ィングを提供するプログラムである。NSS プログラムは、その一部で、ホスト国にとってどのような

CDMが必要で、どのように活用すればよいのか、などを研究している。従って、ベトナム国における

CDM に係る Capacity Building の必要性・方法等については、ベトナム国に関する NSS の研究結

果を反映することになると想定される。 

 

 

3.3 環境植林事業実施に係る問題点 
3.3.1 植林地確保の問題 
 植林地確保においては、住民等による土地利用の現状把握が重要となる。しかし、現地

政府側が植林候補地における住民による土地利用状況を必ずしも正確に把握していないと

いう問題がある。また、政府発行の権利書による土地保有と慣習上の土地占有及び利用と

の間に相違があるという土地利用権上の問題がある。 
3.3.2 植林実施上の問題 
 植林事業の円滑な実行のためには、植林・森林管理の実施主体の確保が重要となる。植

林関連技術に関しては、一般に樹種、育苗、植林など植林関連技術が低くこれを向上させ

る実施主体が必要となる。また、植林に適する期間が限られる一方、大規模な植林実施に

は多数の労働力を要するため、適切な労働力確保の問題がある。資金が現場レベルにいか

に効率的に届くかという観点から、効率的な資金管理体制の構築が必要となる。 
3.3.3 社会的問題 
 地域が指定された場合、そこの住民が当該地で何をしているか、移動の問題を含め、植

林と住民との共生の問題の検討が必要である。環境植林では補植などの森林保全をしつつ、

永続的に森林を残すため、地域特性を踏まえつつ、植林・森林管理等によって地域住民の

就業機会が永続的に保たれるように工夫する必要がある。 
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第 4章 立案されるプロジェクトとその実現可能性について 
 
 本調査において計画されるのは、「べトナム国、Hue（フエ）省、A Luoi（アルイ）郡
における 4,000haの CDM環境植林事業」である。MARDより植林対象地として検討依頼
を受けた Hue省、A Luoi郡の候補地約 13,000haを調査した結果、約 4,000haが民間資
金活用型の環境植林対象地として適格と判断する。立案されるプロジェクトの内容につい

ては、本章の中で各項目について述べる。 
 同 4,000ha の植林候補地については、MARD との折衝を通じ、ベトナムにおける CDM
環境植林のパイオニア・プロジェクトとして「Pilot Plantation」地域と認定する旨の了解
が得られている。 
 
4.1 ベトナムにおける植林関連基礎調査 
4.1.1 Hue省、A Luoi郡の概要 
4.1.1.1 位置及び面積 
 植林候補地のベトナム中部に位置する Hue省、A Luoi郡は、Hue省の 9郡１市の一つ
であり、国道 49号線沿いに有る Hue市の西南約 60ｋｍに位置する。東はラオスとの国境、
北は Quang TriTRI省、西は Hue省 Huong Hoa郡と接している。面積は、1,229ｋｍ2と

Hue省全体の 24％を占める同省最大の郡である。人口は、36,885人と Hue省の中で 2番
目に少ないものの、その増加率は最も高い。 
以下に Hue省の郡別の基礎データを示す。 
 

郡および市郡および市郡および市郡および市    面積面積面積面積    
(km2)(km2)(km2)(km2)    

人口人口人口人口    
((((人人人人))))    

人口増加率人口増加率人口増加率人口増加率

(%)(%)(%)(%)    
Hue 市 71 308,869 2.8
A LuoiA LuoiA LuoiA Luoi 郡郡郡郡    1,2291,2291,2291,229  36,88536,88536,88536,885    2.92.92.92.9  
Huong Thuy 郡 457 90,980 0.9
Huong Tra 郡 521 111,461 －0.7
Nam Dong 郡 651 21,567 1.1
Phong Dien 郡 954 103,179 1.2
Phu Loc 郡 728 147,248 0.9
Phu Vang 郡 280 173,662 －0.7
Quang Dien 郡 163 91,317 －0.5
フエ省合計フエ省合計フエ省合計フエ省合計    5,0545,0545,0545,054  1,085,1681,085,1681,085,1681,085,168    1.01.01.01.0  

(Source : フエ省 Statistical Yearbook 2001) 
 
 
4.1.1.2 気候 
 A Luoi郡は北緯 16度に位置し、その最寒月の平均気温からいえば亜熱帯気候に属すると
いえる。気候は標高の影響を強く受けており、雨期は 9月－12月、乾期は 1月－8月とい
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うのが一般的である。但し、A Luoi郡の現地ヒアリング調査によると、雨期は実質 7月－
11月であり、最も降雨量の多いのが7月という結果であった。また11月は降雨が続くため、
植林作業には不向きと言われる。 
 海抜 500‐600メートルという高地に位置する為、Hue省中心部と比較して 3～5度程気
温が低い。月間平均気温、降水量及び降水日数を以下の表に示す。 
 

月間平均気温月間平均気温月間平均気温月間平均気温((((最高気温、平均気温および最低気温最高気温、平均気温および最低気温最高気温、平均気温および最低気温最高気温、平均気温および最低気温))))    

    
月間平均降水量と降水日数月間平均降水量と降水日数月間平均降水量と降水日数月間平均降水量と降水日数 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

過去過去過去過去 4444 年間の年間降水量年間の年間降水量年間の年間降水量年間の年間降水量 
 1998199819981998    1999199919991999    2000200020002000    2001200120012001    

年間降水量(ミリ) 4,496 5,850 4,481 2,842 
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4.1.1.3 地形 
 A Luoi郡は大半が南北に走る A Shau及び A Luoi渓谷に占められる。A Sap渓谷が A 
Luoi市からラオスまで続き、支流が Rao Nho川と Song Bo川にそそぎ国道 49号線に沿っ
て東に延びる。A Luoi渓谷は典型的な台地構造を持ち、両側の山脈はその地点より更に 600
ｍから 1000ｍほど標高が高く、傾斜も急であり、岩場が多いという特徴がある。最も高い
地点は A Sapの南、A Luoi川の東方にあり、標高 1,500ｍを越える。最も標高が低い地点
は Bo川の合流地点で海抜 100ｍ程である。 
 雨期には頻繁に台風が到来し、年間降水量が 5,000 ミリ以上になる事もある。川床勾配
が急な地形と相俟って下流に位置する Hue市では洪水被害が頻繁する原因となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1.4 土壌 
 同地域は主に下記土壌より構成される。 
・Red Yellow Soil（赤黄色土壌）、同左（酸性岩由来） 
・Brown Soil（褐色土） 
・Brown Yellow Soil（褐黄色土壌） 
アクリソル或いは近縁の土壌に属すると見なされる。 

Bo川

ラオス国境側

Sap川 

アルイ郡中心部

ホーチミンロード 

アルイ郡の 3D 図 

フエ市側(海側)
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4.1.1.5 A Luoi郡の社会経済状況 
4.1.1.5.1 人口、面積 
A Luoi郡の人口は 2001年末の時点で 36,885人である。 
郡を構成する村単位の人口並びに面積は以下に示す通りである。 
 

町および村町および村町および村町および村    面積面積面積面積    
(Ha)(Ha)(Ha)(Ha)    

人人人人口口口口    
((((人人人人))))    

人口密度人口密度人口密度人口密度    
((((人人人人/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    

A Luoi 1,352 5,329 3.94
Hong Thuy 11,650 2,130 0.18
Hong Van 3,990 2,229 0.56
Hong Trung 6,791 1,487 0.22
Bac Son 1,044 959 0.92
Hong Kim 4,086 1,527 0.37
Hong Bac 3,151 1,668 0.53
Hong Quang 568 1,685 2.97
Nham 3,793 1,743 0.46
A Ngo 864 2,571 2.98
Son Thuy 1,568 2,436 1.55
Phu Vinh 2,904 952 0.33
Hong Ha 14,100 1,212 0.09
Hong Thai 7,018 1,136 0.16
Hong Thuong 4,027 1,796 0.45
Hong Phong 8,168 306 0.04
Huong Lam 5,072 1,591 0.31
Dong Son 2,653 1,113 0.42
A Dot 1,798 1,885 1.05
A Roang 5,715 2,095 0.37
Huong Nguyen 32,590 1,035 0.03

A LA LA LA Luoiuoiuoiuoi 郡合計郡合計郡合計郡合計    122,902122,902122,902122,902  36,88536,88536,88536,885    0.30

(Source : フエ省 Statistical Yearbook 2001) 
 
 
4.1.1.5.2 民族構成 
 A Luoi郡の少数民族は、Catu族、Paco族、Taoi族の３種族であり、種族別の構成は、
Kinh族 15％、少数民族 85％、その内訳は Catu族 20％、Paco族 35％、Taoi族 30％
となっている（UNDPの資料では、Paco族と Taoi族は同じ種族の扱いになっている）。 
 
4.1.2 プロジェクト・サイト特定の為の調査 
 MARD より植林対象地としての検討依頼を受けた A LUOI 郡の植林候補地 13,000ha
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を対象に現地調査を実施し、民間資金による CDM環境植林事業のサイト特定を行った。 
 
4.1.2.1 サイト特定に関する現地調査の基本方針 
①植林実施の際の効率、モニタリング効率などの理由よりある一定以上の広さを持つ土地

のみを対象とする。 
②急斜面などの低いMAIしか得られない土地は対象から外す。 
③ベア－ランド分類の IC（後述）はベースライン条件より対象外とする。 
④調査対象としてアクセス可能であること。 
⑤将来的に開発が予想される地域は対象外とする。 
 ベトナムにおけるベア－ランドは、THE VIETNAMESE FOREST SECTOR 
LAND CLASSIFICATION SYSTEMにおいて、その状態毎に IA、IB、IC と分類され
ており、それぞれの特徴は、 

IA＝裸地及び草地 
IB＝ブッシュ 
IC＝樹冠が余り形成されていない原生植物に覆われた土地 

とされる。 
以下に植林対象地においてそれぞれの特徴が見受けられるベア－ランドを示す。 
 
タイプ IA：Imperata Cylindrica（チガヤ）などで覆われている。 
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タイプ IB：草地に樹高１－2メートルの潅木が生息している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タイプ IC：野生のバナナなどの成長が見うけられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.2 現地調査実施手法 
前述の現地調査方針に基づき、現地調査を実施において以下の手法を用いた。 
①ラオスとの国境近接地のため、航空写真による調査の許可取得が不可能であることから、

GISを用いた土地状況の確認手法を用いた。 
②事前に入手した既存データに加え、現地調査において入手したデータを比較し、且つ地
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形図等とも比較しつつ、植林候補地を地図上に枠取った。これを地図ソフトに落とし込

む事により、特定したサイト面積の算出を行った。また、高度についても GIS により測
定した。 
③ベア－ランド分類は目視判定により実施した。 
尚、事前入手した土地利用に関する既存データは、Hue 省森林開発支局から提供されたも
ので内容は以下の通りである。 
 

(単位：Ha) 
ベアーランド アルイ郡全

体の面積 
森林面積

IA IB IC 合計 
その他 

122,902 75,134 4,420 15,263 18,630 38,313 9,455
 

 
4.1.2.3  植林候補地の土地利用の実態 
 現地での聴き取り調査の結果、A Luoi郡の土地利用の実態は下記の通り。ベアーランド
の内、タイプ IAに分類したものを CDM植林候補地として特定した。 
 
 A Luoi郡の概算グロス面積    122,902 ha 
  現状の土地利用の実態 
  天然林の概算面積     70,700 
  327若しくは 661プログラムでの概算植林面積      1,942 
  農地                         4,378 
  A Luoi市街地                      469 
  村落                          134 
  岩場その他                       722 
  潜在的ベア－ランド                  44,557 
 （ベア－ランド・タイプ IC,IB,IA） 
  上記の内、タイプ IA対象とした CDM植林候補地     5,523 
  上記 CDM植林候補地 NET面積〈80％〉         4,418 
 
以下に土地利用の実態を簡略に説明する。 
①天然林 

A Luoi郡における天然林は全て保護林と分類されており、グロス面積として 70,700ha
が現存すると見られる。 

②327若しくは 661プログラムにて行われた森林造成 
これらの地域は多様な種による森林造成が行われている。 
 327若しくは 661プログラムにて使用されている種及び種毎の植林面積 



 32

  樹種                        面積（ha） 
  Eucalyptus Camaldulensis / SPP             ３５ 
  Pinus SPP                      ７１３ 
  Acacia SPP                       ７１８ 
  Cinnamomum Cassia                   ４１０ 
  Cryptocarya SPP                        ７ 
  Listea SPP                         ５９ 
 
③植林地域の標高差による植林樹種等の特色 
－低地 
 Bo川と Rao川の合流地点から A Luoi台地までの渓谷に位置している。 
 この地域には、A. Mangiumと A.Auricuriformis及び A.Mangium 
  と A.Auriculiformis の交配種(Hybrid)が植林されている。初期の植林から数えて古い
もの 
 は 7年経過している。主として 661プログラムによる植林であるが、日本の JBIC資 
 金も利用されるということである。 
 １ha当り最高で 1650本が植林され、保護林として管理される。急斜面では等高線上 
 に植林されており、過度の水の流れを防ぐ方策となっている。ここでの植林は概ね海 
 抜 100－450ｍとなっている。 
－高地 
 海抜 500－600ｍ或いはそれ以上の A Luoi渓谷の高地の植林地は 1986／87年から 
 ホーチミンロードと 49号線南の合流地点から A Shau渓谷の間で実施された。ここ 
 では Pinus Kesyaと P.Merkusiiが主要種であり、多目的種である  
 Cinammomun Cassiaと共に広く生息している。又試験的に植えられた固有種 
 と、植林種とは考えられていないユーカリの例がある。 
 これらの松は現状では根腐れ病の被害を受け、且つ成長も遅く新たな植林種として適 
 当と判断されていないが、A Luoi Forest Enterprise の苗床では数種の Pinus 
Caribaea  
  が準備されている。 
 
④農地 
大きく分けてコーヒー（Vinacafe）、水田及び丘陵地帯の田畑に分類される。 
面積比率は、コーヒー17％、水田 64％、田畑 19％となっている。 
 
⑤潜在的“ベア－ランド”及び CDM環境植林候補地 

A LUOI郡の概算面積より土地利用の実態を除いた面積として 44,557haが所謂ベア－
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ランドとして把握され、GIS による計測並びに目視による現地調査の結果として
44,557haの内 5,523haが CDM環境植林の候補地と見なされると考えられる。 
しかし、べースラインに影響を及ぼす可能性を持っているタイプ IBのベア－ランドを省
く事で本調査におけるプロジェクト候補地は 5,308haとなる。 

 
4.1.2.4 現地調査結果 
 MARD より依頼のあった植林候補地に対する広範囲な現地調査を実施した。現地調査の
結果は下記の通りである。尚、Huong Nguyen村、A Roang村、A Dot村の一部などアク
セクロードが無いため、現地調査が不可能であった地域もある。 
 植林候補地としてグロスで記載している面積は、一部の沼地や岩場、河川の緩衝地帯、

植林実施において将来設置されるであろう防火帯などを含む数値である。 
 これらのCDM環境植林適格地として候補地に挙げたタイプ IAのベア－ランドは文化的、
生物学的、また社会学的な意義をもつ地域である事は認められず、更に如何なるプロジェ

クトの対象にもなっていない事が今回の現地調査において確認された。 
 

調査エリア 村の名前 ベアーラン

ドの状態 
植林候補地

(グロス) 
(1) Bo 川周辺 Hong Ha IA 922 Ha 
(2) A Shau 地区周辺 Dong Son/A Dot IA 788 Ha 
(3) ホーチミンロード

周辺南部 
 

Hong Phong / Hong 
Thuong / Phu Vinh 

IA 569 Ha 

(4) A Luoi 中心部周辺 A Luoi 町  /A Ngo 村

/Hong Quang 村 /Son 
Thuy 村 

IA 255 Ha 

(5) A Sap 川周辺  Nham 村/Hong Thai 村 IA 1,867 Ha 
(6) ホーチミンロード

周辺北部 
Hong Bac 村/Bac Son 村

/Hong Trung 村 /Hong 
Van 村 

IA 907 Ha 

(7) Huong Thuy 村周

辺 
Houng Thuy 村 IB 215 Ha 

合計面積合計面積合計面積合計面積            5,523 Ha5,523 Ha5,523 Ha5,523 Ha    
注)グロスの面積には、一部の沼地や岩場、河川の緩衝地帯、植林実施におい

て将来設置する防火帯などの面積を含む値である。 
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4.1.2.5 各植林候補地に対する現地調査 
①Bo川周辺 （Hong Ha村） 

(1)(1)(1)(1)    BoBoBoBo 川周辺川周辺川周辺川周辺(Hong Ha(Hong Ha(Hong Ha(Hong Ha 村村村村))))    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
植林可能面積：922ha 
ベア－ランド：タイプ IA 
海抜    ：100‐200メートル 
特記事項  ：DARD資料の解析結果では、既存の植林地の周辺に約 922haのタイプ IA 
       のベア－ランドの存在が確認される。それ以外にタイプの認識が未確認の 
       ベア－ランドが存在している地域が Rao川渓谷の南から A Shau渓谷 
       にかけて続いている。現地調査時に立ち入りが出来なかった為、この地域 
       の植生に関する調査の結論は出ていない。 
       Protection Forest Management Board of Bo River Watershedの苗木 

     センターが近接地に有る事より苗木の供給が容易と判断される。 
       同地区はHue省市街地区の洪水対策として、特に緊急対策課題が与えられ 
       ている地域である。この地域一帯には、既に既存の植林地が多く、地域住 
       民は植林に関する経験知識を有していると判断される。 
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(既存植林地の様子(平成 14 年 9 月 17 日撮影)) 
 
②A Shau渓谷地区周辺 （Dong Song 村及び A Dot村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
植林可能面積：788ha 
ベア－ランド：タイプ IA 
海抜    ：600メートル 
特記事項  ：ベトナム戦争時の米軍空軍基地跡地内に 788haの植林可能な土地が有る。 
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       大量のダイオキシンの残留が指摘されている地域であるため農業としての 
       土地利用は著しく制限されている。 
       また、一部農業従事者は強制移住を強いられたとも言われる。植林方法に 
       ついての事前調査が要求される可能性のある地域である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（米軍飛行場跡地の様子（平成 14年 9月 16日撮影）） 
 
③ホ ー チ ミ ン ロ ー ド 周 辺 南 部  （ Hong Phong 村 、 Hong Thuong 村 、         

Phu Vinh村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
植林可能面積：569ha 
ベア－ランド：タイプ IA 
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海抜    ：600メートル 
特記事項  ：ホーチミンロードに沿い A Shau渓谷まで推定 569haの植林候補地が南 
       に延びる。 
       A Shau地区と同様に、ダイオキシンの残留が指摘されている。農業従事 
       者の一部は過去に強制移住を強いられたと言われる。この地域も既存の植 
       林地が多く存在しており、地域住民は植林に関する経験知識が豊富と判断 
       される。 
       DARDはこの地域の古い松林の CDMプロジェクトへの転用を提案してい 
       る。但し、結果として概算では 713ha程度の植林面積の増大に繋がるもの 
       のリンケージ及びベースライン設定の観点より慎重な対応が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（調査エリアの様子（平成 14年 9月 16日撮影）） 
④A Luoi 中 心 部 周 辺 （ A Luoi 町 、 A Ngo 村 、 Hong Quang 村 、         

Son Thuy村） 
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植林可能面積：255ha 
ベア－ランド：タイプ IA 
海抜    ：600‐700メートル 
特記事項  ：A Luoiの中心部及びその周辺には果樹園と天然林の他，過去に農地で 
       あった利用可能な土地が 255ha存在している。更に 49号線沿いの草地に追 
       加的な土地として約 70haがあると考えられる。 
       A Luoi郡の中心部、更に国道 49号線とホーチミンロードの交差する地 
       点に位置しており、将来の経済発展を考慮に入れた植林計画の立案が必要 
       と考えられる。A Luoi Forest Enterpriseの本部はこの両道路 
       の交差点に位置している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(アルイ中心部の町の様子(平成 14 年 9 月 13 日撮影)) 
⑤A Sap川周辺 （Nham村、Hong Thai村） 
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植林可能面積：1,867ha 
ベア－ランド：タイプ IA 
特記事項  ：FIPI地図によれば、この地域は今回の現地調査対象地域のうち最大の面積 
       をもつが、ラオス国境近接地のため立ち入りが許可されなかった。この為、 
       詳細な情報を集められていない。しかしながら海抜 700ｍ付近では殆どが草 
       地であり、渓谷内には 1,867haの土地があると計算される。 
       ラオス国境地帯の軍管理化地帯での植林実施の際には軍との調整を考慮す 
       る事が必要となる。 
       この地域一帯は、1990年代に日本の NGOにより導入された等高線農業 
       により経済発展を遂げている事より、将来的に農地に転換される可能性 
       持つ地域を対象から外した植林計画の立案が必要となる。 
       また、この地域で国営コーヒー輸出会社である Vinacafeが数百 ha規模 
       のプランテーションを実施しており、その規模の拡大が検討されている。 
       尚、Nham村の北側の Hong Bac村にも同様のベアーランドの拡大 
       が見受けられるとの現地情報があるが、アクセス不能のため、調査は実施 
       していない。 
 
⑥ホーチミンロード周辺北部 （Hing Bac村、Bac Son村、Hong Trung村 
               Hong Van村） 
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植林可能面積：907ha 
ベアーランド：タイプ IA 
海抜    ：600‐700メートル 
特記事項  ：この地域の植林候補地 907haは細かいブロックで構成され、農地と共に 
       広がって行く形と成っている。I. Cylindrica他の草に覆わ 
       れ、繰り返し焼かれた痕跡が残っている。 
       周辺地域では、過去に陸穂耕作地として利用されていた痕跡が見られる。 
       又一部地域では、放牧利用も見られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(エリアの様子(平成 14 年 9 月 13 日撮影)) 
 
⑦Huong Thy村周辺 
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植林可能面積：215ha 
ベアーランド：タイプ IB 
海抜    ：300‐500メートル 
特記事項  ：森林資源開発研究所（FIPI）資料により同村周辺に広大なベアーランドの 
       存在が示されているが、現地調査の結果その殆どがタイプ ICであり、IA 
       及び IBは僅かであった。 
       Hong Thy村は、行政区分上は Hue省に属しているが、Quang Tri 
       省もその帰属を主張している事から、植林実施に当っては、両省林業開発 
       局との調整が必要となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(エリアの様子(平成 14 年 9 月 13 日撮影)) 
 
 

4.1.2.6  対象地域での既存植林の成長量調査 

 植林プロジェクトの場合、1年当りの樹木の成長量(MAI：Mean Annual Increment)と炭素

含有率を調査・入手した上で、年間の炭素貯蔵量を計算する。その樹木の成長量は、地域、

樹種(樹種の産地を含む)、土壌、気候、植生状態等の諸条件で変化すると共に、年毎にも

変化する。この為、植林後にモニタリングを行ない、成長量を測定する事が必要となるが、

植林前の調査では、既存の植林地のデータを利用し、実際の植林プロジェクトの成長量を

推定する事が重要である。 

 今回の調査では、既存植林がいつ行われたものかを、フエ省林業開発支局および A Luoi 

Forest Enterprise のスタッフ、および地域住民の協力を得ながら情報を収集した。 

 アルイ郡の既存植林地 9ヶ所を対象に成長量の調査を下記調査方法により実施した。 

<<<<調査方法調査方法調査方法調査方法>>>>    
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1. 既存植林地内で、無作為に一定範囲のエリアを選択する(今回の調

査では、半径 10～20 メートルの円) 

2. その円内の全ての樹木に番号を付ける。 

3. その樹木の１本 1本の胸高直径(地面から高さ 1.3 メートル)および樹

高を測定する。 

4. そのデータと近似計算式からその樹木のバイオマス量を算出する。 

5. そのバイオマス量と植林密度から MAI を算出する。 

6. その土地の状態、樹種の選定方法、管理方法などを総合的に加味

して、実施するの植林地の MAI を推定する。 

 

<<<<算出方法算出方法算出方法算出方法>>>>    

1. 林分材積は、下記近似計算に基づき計算した。 

林分材積(m3/Ha) = 係数(0.3) x 立木密度 x (胸高直径)2 x 樹高 

 

2. MAI は、バイオマス生長重量を樹齢で除した。 

MAI(m3/Ha/year) = 林分材積(m3/Ha) / 樹齢(year) 

 

<<<<現地調査現地調査現地調査現地調査>>>>    

既存植林地の生長量調査のサマリーは下記の通りである。 

調査エリア 樹種の名前 樹齢 林分材積 

(m3/Ha) 

MAI  

(m3/Ha/y)

(1) A Shau地区 Acacia mangium 6 61.8 10.3 

(2) A Shau地区 Acacia mangium 6 62.3 10.4 

(3) Bo 川地区 Acacia mangium 5 67.5 13.5 

(4) Bo 川地区 Acacia mangium 5 87.1 17.4 

(5) Bo 川地区 Acacia mangium 5 85.8 17.2 

(6) Bo 川地区 Acacia auriculiformis 7 51.6 7.4 

(7) A Luoi 地区 Cinnamomum cassia 12 67.7 5.6 

(8) A Luoi 地区 Pinus Keysia 12 130.0 10.8 

(9) A Luoi 地区 Pinus Keysia 12 53.8 4.5 

注)樹木の生長は一定ではない為、MAI の比較は、樹齢を考慮に入れる必要

がある。林分材積は、枝、葉、根を含んでいない。 

 尚、上記の植林地では、最適な苗木の選択は行なわれておらず、また植林

後もほとんど管理がなされていない状態である。また、間伐についても行なわ

れていない。 

 
4.1.2.7 プロジェクト実施エリアの絞り込み 
 現地調査実施結果、本調査にて計画される CDM環境植林はベアーランド・タイプ IAの
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土地において実施される。河川流域、沼地、岩場及び防火帯の設置などを考慮に入れ、植

林面積は現地調査面積の 8 割と仮定する。絞り込みの結果の植林実施地域は下記の通りと
する。 

候補エリア 植林候補地

(ネット) 
植林候補地

(グロス) 
(1) Bo 川周辺 738 Ha 922 Ha 
(2) A Shau 地区周辺 630 Ha 788 Ha 
(3) ホーチミンロード

周辺南部 
455 Ha 569 Ha 

(4) A Luoi 中心部周辺 204 Ha 255 Ha 
(5) A Sap 川周辺  1,494 Ha 1,867 Ha 
(6) ホーチミンロード

周辺北部 
726 Ha 907 Ha 

合計面積合計面積合計面積合計面積    4,247 Ha4,247 Ha4,247 Ha4,247 Ha    5,3085,3085,3085,308 Ha Ha Ha Ha    
 
4.1.3 プロジェクト実施体制 
 日本側    － 資金供給（FUND形式） 
          排出権をリターンとする。 
 ベトナム側  － FUNDより供給される植林資金を使用し環境植林実施 
          実施体制はMARD－DARD－A Luoi Forest Enterprse。 
          実施に際する労働力供給に就いては、郡の人民委員会と契約を結ぶ。 
環境法規制との関係：植林に関する環境面での法的な枠組みは 5百万 haの再植林国家計画 

に基づいた、各種大統領令に示される。本調査の対象とした環境植 
林事業は、同プログラムおよび各種大統領令に示された方法・指示 
に則ることになる。 

 
4.1.4 採用する植林技術などについて 
 計画される CDM 環境植林についての樹種は FSIV（Forest Science Institute of 
Vietnam）傘下の RDFTI（Research Centre for Forest Tree Improvement)よりの強い推
薦もあり、アカシア Hybridを検討する。同研究所によると収量が A.Mangiumより 30％、
A.Auricuriformisより 50％高いという結果を得ているとの事である。 
 外来種であるアカシアに加え固有種が求められる地域では、Cinnamomum Cassia を中
心に試験植林を考える。尚、現地において既に植林実施のシステム構築が完了している A．
Mangiumは早期にプロジェクト開始する場合の対応種となりうる。 
 
 
4.2 ＧＨＧ吸収量の試算 
4.2.1 近似計算式 

林分材積は、下記近似計算に基づき計算した。 
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林分材積(m3/Ha) = 係数(0.3) x 立木密度 x (胸高直径)2 x 樹高 

 

幹生長重量は、樹木の全乾状態から計算した。 

幹生長重量(ton/Ha) = 林分材積(m3/Ha) x 全乾比重(ρ) 

(全巻比重として 0.45 を使用) 

 

バイオマス生長重量は、幹生長重量に拡大係数を乗じた。 

バイオマス生長重量(ton/Ha) = 幹生長重量(ton/Ha) x 拡大係数 

(拡大係数として、1.5 を使用) 

 

炭素吸収量は、バイオマス生長重量に炭素含有率を乗じた。 

炭素吸収量(ton-C/Ha) = バイオマス生長重量(ton/Ha) x 炭素含有率 

(炭素含有率として、50%を使用) 

 

二酸化炭素吸収量は、炭素吸収量より算出した。 

二酸化炭素吸収量(ton-CO2/Ha) = 炭素吸収量(ton-C/Ha) x 44/12 

 

（注）農耕に不適な裸地に植林する場合、普通の土壌に植林する場合以上に

エネルギー投入（=CO2放出）が必要となる問題について：農耕に不適な土地
となる原因は種々考えられるが、土壌の問題に起因する（養分、保水性、pH、 
物理的性状 ）土地は排出権獲得を目的とする場合には、土壌改良にかかるコ
スト上昇の点から植林地として対象とすることは難しい。植林適地となるの

は、土壌は問題ないが、村落から離れた、もしくは、アクセスの不便な場所

となる。したがい、植林候補地での CO2 / 吸収は既存植林地でのデータから
大きく外れるものではないと考える。但しエネルギーインプットに関しては、

通常は苗木の輸送距離が伸びる等追加的なインプットが必要となるであろう

が、本調査対象地はいずれも、道路からのアクセスが比較的よく、大きなエ

ネルギーインプット増はない。 
 

4.2.2 エリアごとの吸収量 

既存植林地の成長量を踏まえ、植林候補地の MAI を次のように推定し、エリア

ごとの吸収量を算出した。 

 
候補エリア 推定 MAI 

(m3/Ha/y) 
幹生長 
重量

(ton/Ha/y) 

バイオマス
生長 
重量

(ton/Ha/y) 

炭素吸収量 
(ton-C 
/Ha/y) 

二酸化炭素
吸収量 
(ton-CO2 
/Ha/y) 
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(1) Bo 川周辺 18 8.1 12.2 6.1 22.3 
(2) A Shau 地区周辺 12 5.4 8.1 4.1 14.9 
(3) ホーチミンロード周
辺南部 

12 5.4 8.1 4.1 14.9 

(4) A Luoi 中心部周辺  12 5.4 8.1 4.1 14.9 
(5) A Sap 川周辺  12 5.4 8.1 4.1 14.9 
(6) ホーチミンロード周
辺北部 

12 5.4 8.1 4.1 14.9 

 

 
4.3 事業採算の考え方 
4.3.1 植林コスト 
 CDM環境植林の実例が皆無で有る事より、幾つかの類似の産業植林などを例に取り植林
コストの検証を以下の通り行った。 
 
4.3.1.1 ケーススタディーその①  
 VINAFOR による産業植林の事例：実際に実施されている中部高地部でのアカシア類及
びユーカリ類の植林事例における年間及び総コストを例に取り検証する。 
 前提条件：植栽密度 1660本／ha、捕植 10％ 
      樹種 アカシア類 30％、ユーカリ類 70％ 
      実施時点の EX。RATE（US$１＝VND14,000）にてドル換算 
①初年度 
①－①荒廃地地拵え 
   コスト 植生整理・伐根－2回、40‐50ｃｍ耕運        ＄１６５ 
       作業道                          ８ 
   計                              １７３ 
①－②植栽 
   要員数 30人／ha／年 
   コスト 苗木代、1660X1.1X＄0.018               ＄３２ 
       肥料代、100ｇX1660X＄0.178               ３０ 
       賃金、30人 X＄1.17                    ３５ 
       一般管理費（賃金 X0.55）                 ２０ 
   計                               １１７ 
①－③下刈り、管理他 
   要員数 41人／ha／年 
   コスト 肥料代、100ｇX1660X＄0.178               ＄３０ 
       薬剤、15ｇX1660X＄0.43                  １１ 
       賃金、41人 X＄1.17                    ４８ 



 46

       一般管理費                         ２６ 
   計                                １１５ 
①－①、①－②、①－③計                       ＄４０５ 
その他のコスト                              １５ 
初年度合計                            ＄４２０／ha 
 
②2年度 
要員数 51人／ha／年 
コスト 肥料、100ｇX1660X＄0.178                  ＄３０ 
    賃金、51X＄1.17                        ６０ 
    一般管理費                           ３０ 
    ブルドーザー（防火帯）                      ７ 
その他のコスト                              ３ 
2年度合計                            ＄１３０／ha 
 
③3年度 
要員数 48人／ha／年 
コスト 賃金、48X＄1.17                        ＄５６ 
    一般管理費                            ２８ 
    ブルドーザー（防火帯）                       ７ 
その他のコスト                               ２ 
3年度合計                             ＄９３／ha 

 
④4年度以降、7年目まで、保護管理 
客年＄１１、4年分                         ＄４４／ha 

 
ケーススタディーその①VINAFORによる産業植林の事例の場合、植林費総計（1年目 － 
7年目総計）は＄６８７／haとなる。 
 
4.3.1.2 ケーススタディーその② 
A Luoi Forest Enterpriseによるプロジェクト名 「A Luoi保護林植林」における植林実
施事例：首相決定令 661／QD－TTｇ号による植林であり、A Luoi Forest Enterpriseの承
認された2002年度植林予算が基礎になっている事より最近の植林コストの水準及び環境植
林を対象にした植林コストの検証事例とする。 
 前提条件：A Luoiにおける 180haの植林計画 
      植栽密度 1610本／ha 
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      予算時点の EX。RATE（US$１＝VND15,300）にてドル換算 
 
労務費：やぶの刈り込み 10,000ｍ３           ３７．７人／ha 
    植穴掘り（30X30X30）1610穴          １９．８ 
    植穴覆い                     ９．８ 
    苗木                       １．０ 
    苗木運搬、植栽                  １９．４ 
    その他                      ４．９ 
    合計                      ９２．６人／ha 
 
ha当りの概算予算 
労務費 ：92.6X＄1.18                   ＄１０９ 
苗木  ：1610X＄0.033                    ５３ 
デザイン：                           ８ 
管理費他：                           ５ 
 
合計                            ＄１７５／ha  
 
4.3.1.3 ケーススタディーその③ 
 最近の ODA 実績としての JBIC 資金による Hue 省における植林プロジェクトのコスト
を検証。 
前提条件：2002年－2004年の 3ヵ年で植林 
     各年毎の植林面積は 1,600ha／1,700ha／1,700ha 
     植林方法は土着のアカシア（I）とアカシアと土着種（II）の混合植林 
     総プロジェクト使用資金： US$3,360,000 
     資金別使用資金 JBIC：  US$2,920,000（87％） 
            LOCAL：  US$440,000（13％） 
JBIC資金 
①植林コスト 
詳細な計算根拠を伴っていないが、 
総コスト US$1,523,000 

②植林保護、管理他 
総コスト US$1,264,000 
植林後 3年間の植林地保護、管理を行う。2007年に完了。 
③マネージメント、植林保護 
総コスト US$133,000 
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JBIC資金の単価（USドル） 
植林コスト       ：US$304.6／ha 
植林保護、管理他    ：US$252.8／ha 
マネージメント、植林保護：US$26.6／ha 
計           ：US$584／ha 
 
LOCAL COSTについて 
大きく分けると 
①植林に係わるインフラ整備コスト 
②管理費 
から構成されている。 
①インフラ整備関連の項目は 
道路整備 （F/S上 29ｋｍ整備予定） 
苗床整備 
防火帯 
建物及び関連機材 から構成されており 計 US$234,000 
②管理費については、JBICの年間 DDに対し８％附加しており 計 US$206,000 
総計 US$440,000 従って US$８８／ha／年となる。 
全体としての植林コストは US$６７２／haとなる。 
 
4.3.1.4  植林コストの分析 
 前述の 3つのケーススタディーを元に植林コストの分析を行う。 
導き出されている各ケース毎の ha当りの年間植林コストは次の通り。 
         ケース①     ケース②    ケース③   （単位 US＄） 
植林コスト    ６８７      １７５     ６７２ 
・ケース①の荒廃地地拵え費用 US$１７３とケース②のやぶの刈り込み費用（US$４５） 
が同じ SCOPEと見られる。 
・ケース①の初年度の荒廃地地拵え及び植栽の項目から苗木及び肥料を差し引いたものと 
ケース②の予算額から苗木を差し引いたものとがほぼ同じ SCOPEでありながら、その 
差はUS＄１０６と大きい。 
・ケース③については植栽コストは US$３０４／haなるも、内容的に明確でない。 
植林保護・管理に US$２５２／ha、更にマネージメント他で US$２６／ha が掛かって
おり、全体のコスト引き上げに繋がっていると思われる。 

 
 計画されるCDM環境植林については、ベトナム側現場実施部隊のDARD / A Luoi Forest 
Enterpriseが、MARDの暫定承認後積算作業に入る予定となっており、 
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その作業後初めて現実味のある植林コストが把握出来ると思われるものの、3つのケース 
共に、特にケース①／③はケース②との関係から考えても US$100－200程度のコスト低減
の可能性があると判断される。また、ケース②の如く国内資金のみに依存した計画の場合

にはかなり低水準のコストによる植林が実施されている状況を踏まえ、以下の事業採算検

討の際には植林コストの上限値としてUS$500を採用する事とした。 
 尚、661号プログラムに基く植林において地域の Forest Enterpriseが資金援助をする場
合は下記の通りの決められたレートが存在している事を参考までに追記する。 

作業年作業年作業年作業年    賃金賃金賃金賃金    

((((ドンドンドンドン/Ha)/Ha)/Ha)/Ha)    

((((ドルドルドルドル    

換算換算換算換算))))    

備考備考備考備考    

地ごしらえ 1,800,000 118  1 年目 

植林 1,800,000 118 1 ヘクタール当り、1,600～1,650 本

の苗を植える。 

2 年目 800,000 52

3 年目 800,000 52

4 年目 800,000 52

5 年目 50,000 3.3

6 年目 50,000 3.3

7 年目 50,000 3.3

8 年目 50,000 3.3

農民がメンテナンスを行ない、林業公社

がその状況を管理する。 

9 年目以降   木を伐採し、販売する事で得た収入を、

農民 6 割、林業公社 4 割でシェアする。

(1 ドル=15,300 ドン換算、Source：現地でのヒアリング) 
 
4.3.2 CDM化に係る経費について 
4.3.2.1 PIN･PDD･DOE関連費用 
①PIN・PDD作成費用 
 発生時期：事業実施前 
 概算費用：5‐８百万円 
②指定運営機関の審査費用 
 CDM理事会が指定する運営機関（DOE） 
 発生時期：事業実施前 
 概算費用：２－３百万円 
 ベトナムが指定する運営機関（NOE） 
 発生時期：事業実施前 
 概算費用：NOE未発足につき未定なるも DOEと同水準と見なす（２－３百万円） 
 
4.3.2.2  温室効果ガス削減のモニタリング費用 
 発生時期：事業実施後 
 概算費用：１回当り 25,000ドル 
 
4.3.2.3  温室効果ガス削減の検証・認証費用 



 50

 発生時期：事業実施後 
 概算費用：未定なるも２－３百万円程度と仮定する。 
 
4.3.2.4  CER発行費用 
 発生時期：事業実施後 
 概算費用：収益の配分（発行される CERの２％）及び CDM理事会事務コスト 
 
以上より、CER発行費用を除き、２０百万円程度の CDM関連費用が必要と想定される。 
 
4.3.3 事業資金調達について 
 本調査の対象となる植林事業推進に必要とされる資金については、ベトナム側の要請も

ある事よりファンドを立ち上げ、任意組合若しくは匿名組合を通じて投資家の出資を募る

事を想定している。集めた資金により事業資金を賄い、キャツシュ・イン・フローは投資

家に分配する事を原則とする。 
 ベトナムにおける初めての試みでもある事より、以下の項目に関して引き続き調査が必

要である。 
①ファンドから事業への資金の投下方法、及び資金の保全方法 
②事業の進捗を含む現地のプロジェクト管理手法 
③日越双方の税制 
④排出権の管理手法、処分手法 
⑤必要な許認可など 
 
 
4.3.4 事業採算について 
4.3.4.1 前提条件 
【収入】 
・植林事業実施による収入は排出権売買による収入とする。 
・排出権価格（CO2-ton当り：以下同じ）はUS$3、US$5、US$7、US$9のケースを想定
する（本試算では、CER発行費用 2％を差し引いたネットの販売価格とする） 

・成長量は現地調査に基づく推計（4.2.2 エリア毎の吸収量参照）を対象地の面積で加重
平均したものを標準ケース（シナリオ１：MAI=13.0）とする。土壌条件、樹種、メンテ
ナンス、気候や病虫害などの条件により成長量は大きく左右されることから、本試算に

おいてはその変動幅を上下 20%と想定する（シナリオ２：MAI=10.4、シナリオ３：
MAI=15.6）。また、RDFTIやMARD等によると、アカシア HYBRIDについては従来の
アカシア種に比べ３～５割程度の収量増が期待できるとのことより、アカシア HYBRID
を中心にするなど特に成長量の最大化（標準ケース比 40%増）を図るケースを想定する
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（シナリオ４：MAI=18.2）。 
 
【支出】 
・本事業に係る費用は前述の通り、総植林コスト、CDM事業化コストとし、必要資金は全
額ファンドにて賄うものとする。 
・総植林コストは US$500とする（4.3.1.4植林コストの分析参照）。 
・CDM 事業化コストは PIN･PDD･DOE 関連費用など事業実施前に要する初期費用を

US$150,000 とし、事業開始後に要するモニタリング・認証費用等に関しては毎年
US$50,000とする。 

 
【収入・支出共通】 
・事業期間は COPの取決めに従い、7年及び 10年を想定する。 
・尚、収益性の計算は US$をベースとする。 
 
 
4.3.5 事業採算に係るシュミレーション 
 
4.3.5.1 シナリオ１（現地調査から推定した標準成長量ケース：MAI＝13.0） 
 樹木の成長量を現地調査から推計に基づき MAI=13.0 とし、植林面積及び排出権価格を
下記の通り想定する。試算結果は添付シナリオ１試算表の通り（P53～54参照）。 
case 1  植林面積 4,247ha、MAI＝13.0、排出権価格 US$3  
case 2  植林面積 4,247ha、MAI＝13.0、排出権価格 US$5 
case 3  植林面積 4,247ha、MAI＝13.0、排出権価格 US$7 
case 4  植林面積 4,247ha、MAI＝13.0、排出権価格 US$9 
 
 現地調査から推計した標準的な成長量ケースでは、CO2-ton 当りコストが事業期間 7 年
の場合 US$7.41、事業期間 10 年の場合 US$6.28 となる。従って、排出権価格が US$3～
US$7の場合には事業として成立しない。排出権価格がUS$9という比較的高位である場合
のみ、事業として成立しうる（事業期間 7年の IRR＝10.7%、事業期間 10年の IRR＝13.0%）。 
 
4.3.5.2 シナリオ２（成長量が小さいケース：MAI＝10.4） 
 気候や虫害等の諸条件の影響により、樹木の成長量が標準ケースを下回る MAI=10.4 と
し、植林面積及び排出権価格を下記の通り想定する。試算結果は添付シナリオ２試算表の

通り（P55～56参照）。 
case 5  植林面積 4,247ha、MAI＝10.4、排出権価格 US$3 
case 6  植林面積 4,247ha、MAI＝10.4、排出権価格 US$5 
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case 7  植林面積 4,247ha、MAI＝10.4、排出権価格 US$7 
case 8  植林面積 4,247ha、MAI＝10.4、排出権価格 US$9 
 
 標準的な成長量より小さいケース（MAI＝10.4）では、CO2-ton当りコストが事業期間 7
年の場合 US$9.26、事業期間 10 年の場合 US$7.85 となる。従って、排出権価格が US$3
～US$7の場合には事業として成立しない。排出権価格が US$9という比較的高位である場
合でも事業期間 7年の IRR＝▲1.4%、事業期間 10年の IRR＝1.3%となり事業として成立
しない。 
 
4.3.5.3 シナリオ３（成長量が大きいケース：MAI＝15.6） 
 対象地における樹木成長量を推計値より 20%高い MAI=15.6 とし、植林面積及び排出権
価格を下記の通り想定する。試算結果は添付シナリオ３試算表の通り（P57～58参照）。 
case 9   植林面積 4,247ha、MAI＝15.6、排出権価格 US$3 
case 10  植林面積 4,247ha、MAI＝15.6、排出権価格US$5 
case 11  植林面積 4,247ha、MAI＝15.6、排出権価格 US$7 
case 12  植林面積 4,247ha、MAI＝15.6、排出権価格US$9 
 
 標準的な成長量より大きいケース（MAI＝15.6）では、CO2-ton当りコストが事業期間 7
年の場合 US$6.17、事業期間 10 年の場合 US$5.24 となる。従って、排出権価格が US$3
～US$5 の場合には事業として成立しない。排出権価格が US$7 の場合、事業期間 7 年の
IRR＝6.7%、事業期間 10 年の IRR＝9.4%と、本事業に係る様々なリスクを考慮すると事
業化がやや難しいレベルである。排出権価格が US$9 という比較的高位である場合、事業
期間 7年の IRR＝22.9%、事業期間 10年の IRR＝25.3%となり事業として成立しうる。 
 
4.3.5.4 シナリオ４（成長量が大きいケース：MAI＝18.2） 
 アカシア HYBRIDを中心にするなど特に成長量を最大化（標準ケース比 40%増）を図る
とし、植林面積及び排出権価格を下記の通り想定する。試算結果は添付シナリオ４試算表

の通り（P59～60参照）。 
case 13  植林面積 4,247ha、MAI＝18.2、排出権価格US$3 
case 14  植林面積 4,247ha、MAI＝18.2、排出権価格US$5 
case 15  植林面積 4,247ha、MAI＝18.2、排出権価格US$7 
case 16  植林面積 4,247ha、MAI＝18.2、排出権価格US$9 
 
 標準的な成長量より大きいケース（MAI＝18.2）では、CO2-ton当りコストが事業期間 7
年の場合 US$5.29、事業期間 10 年の場合 US$4.49 となる。従って、排出権価格が US$3
～US$5の場合には事業として成立しない。排出権価格が US$7～US$9の場合、事業とし
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て成立しうる。 
・排出権価格 US$7、事業期間 7年の IRR＝16.0%、事業期間 10年の IRR＝18.6% 
・排出権価格 US$9、事業期間 7年の IRR＝35.9%、事業期間 10年の IRR＝37.9% 
 
費用対効果に関する前述分析については、CO2 固定量に係る排出権売買による経済効果に
のみに着眼したものとなっている。しかし、植林には様々な効用があるため、費用対効果

を考慮する場合、植林の広い効用を加味することが今後必要である。ドナー側からみれば

目的は排出権獲得となるが、ホスト国側から見たとき、環境植林の目的のひとつである森

林の保水機能は同規模のダムを作るコストへの換算による定量化が可能と思われる。また、

樹床の植物・キノコ、枝打ちから発生する燃料材等地域住民に与えうる経済的な便益が定

住化政策に繋がる等メリットは大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シナリオ１　case1/case2

植林面積 4,247 ha case 1 4247 13.0 3

MAI 13.0 M3/ha/年

炭素吸収量 11.9 CO2トン/ha/年

価格 3 ドル/CO2トン

総植林コスト 500 ドル

CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）

CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計

総収益 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 35.75 17.88 17.88 8.94 294.94

植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55

CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73

キャッシュ・フロー -361.3 -26.0 -26.0 11.5 11.5 11.5 11.5 -6.4 -6.4 -15.3 -395.6 

7年合計

IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 総収益 250.25 コスト計

IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 植林コスト 500 617.73

CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 7.417.417.417.41 CDMコスト（前） 35.319

CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 6.286.286.286.28 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 2 4247 13.0 5
MAI 13.0 M3/ha/年
炭素吸収量 11.9 CO2トン/ha/年
価格 5.0 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 59.58 59.58 59.58 59.58 59.58 59.58 59.58 29.79 29.79 14.90 491.56
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -337.5 -2.2 -2.2 35.3 35.3 35.3 35.3 5.5 5.5 -9.4 -199.0 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -17.5%-17.5%-17.5%-17.5% 総収益 417.08 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 7.417.417.417.41 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 6.286.286.286.28 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ１　case3/case4

植林面積 4,247 ha case 3 4247 13.0 7
MAI 13.0 M3/ha/年
炭素吸収量 11.9 CO2トン/ha/年
価格 7.0 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 41.71 41.71 20.85 688.19
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -313.7 21.6 21.6 59.1 59.1 59.1 59.1 17.4 17.4 -3.4 -2.4 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -2.8%-2.8%-2.8%-2.8% 総収益 583.92 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 -0.2%-0.2%-0.2%-0.2% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 7.417.417.417.41 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 6.286.286.286.28 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 4 4247 13.0 9
MAI 13.0 M3/ha/年
炭素吸収量 11.9 CO2トン/ha/年
価格 9 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 53.63 53.63 26.81 884.81
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -289.8 45.5 45.5 83.0 83.0 83.0 83.0 29.4 29.4 2.5 194.3

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 10.7%10.7%10.7%10.7% 総収益 750.75 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 13.4%13.4%13.4%13.4% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 7.417.417.417.41 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 6.286.286.286.28 CDMコスト（中） 82.411



 56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シナリオ２　case5/case6

植林面積 4,247 ha case 5 4247 10.4 3
MAI 10.4 M3/ha/年
炭素吸収量 9.5 CO2トン/ha/年
価格 3 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 14.30 14.30 7.15 235.95
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -368.5 -33.2 -33.2 4.3 4.3 4.3 4.3 -10.0 -10.0 -17.1 -454.6 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 総収益 200.20 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 9.269.269.269.26 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 7.857.857.857.85 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 6 4247 10.4 5
MAI 10.4 M3/ha/年
炭素吸収量 9.5 CO2トン/ha/年
価格 5 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 47.67 47.67 47.67 47.67 47.67 47.67 47.67 23.83 23.83 11.92 393.25
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -349.4 -14.1 -14.1 23.4 23.4 23.4 23.4 -0.4 -0.4 -12.4 -297.3 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -26.4%-26.4%-26.4%-26.4% 総収益 333.67 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 9.269.269.269.26 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 7.857.857.857.85 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ２　case7/case8

植林面積 4,247 ha case 7 4247 10.4 7
MAI 10.4 M3/ha/年
炭素吸収量 9.5 CO2トン/ha/年
価格 7 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 66.73 66.73 66.73 66.73 66.73 66.73 66.73 33.37 33.37 16.68 550.55
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -330.4 5.0 5.0 42.5 42.5 42.5 42.5 9.1 9.1 -7.6 -140.0 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -12.8%-12.8%-12.8%-12.8% 総収益 467.13 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 -11.4%-11.4%-11.4%-11.4% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 9.269.269.269.26 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 7.857.857.857.85 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 8 4247 10.4 9
MAI 10.4 M3/ha/年
炭素吸収量 9.5 CO2トン/ha/年
価格 9 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 85.80 85.80 85.80 85.80 85.80 85.80 85.80 42.90 42.90 21.45 707.85
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -311.3 24.0 24.0 61.5 61.5 61.5 61.5 18.6 18.6 -2.8 17.3

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -1.4%-1.4%-1.4%-1.4% 総収益 600.60 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 1.3%1.3%1.3%1.3% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 9.269.269.269.26 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 7.857.857.857.85 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ３　case9/case10

植林面積 4,247 ha case9 4247 15.6 3

MAI 15.6 M3/ha/年

炭素吸収量 14.3 CO2トン/ha/年

価格 3 ドル/CO2トン

総植林コスト 500 ドル

CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）

CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計

総収益 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 42.90 21.45 21.45 10.73 353.93

植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55

CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73

キャッシュ・フロー -354.2 -18.9 -18.9 18.6 18.6 18.6 18.6 -2.8 -2.8 -13.5 -336.6 

7年合計

IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 総収益 300.30 コスト計

IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 植林コスト 500 617.73

CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 6.176.176.176.17 CDMコスト（前） 35.319

CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 5.245.245.245.24 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 10 4247 15.6 5
MAI 15.6 M3/ha/年
炭素吸収量 14.3 CO2トン/ha/年
価格 5.0 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 35.75 35.75 17.88 589.88
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -325.6 9.7 9.7 47.2 47.2 47.2 47.2 11.5 11.5 -6.4 -100.7 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -9.8%-9.8%-9.8%-9.8% 総収益 500.50 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 -7.9%-7.9%-7.9%-7.9% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 6.176.176.176.17 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 5.245.245.245.24 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ３　case11/case12

植林面積 4,247 ha case 11 4247 15.6 7
MAI 15.6 M3/ha/年
炭素吸収量 14.3 CO2トン/ha/年
価格 7.0 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 50.05 50.05 25.03 825.83
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -297.0 38.3 38.3 75.8 75.8 75.8 75.8 25.8 25.8 0.8 135.3

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 6.7%6.7%6.7%6.7% 総収益 700.70 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 9.4%9.4%9.4%9.4% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 6.176.176.176.17 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 5.245.245.245.24 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 12 4247 15.6 9
MAI 15.6 M3/ha/年
炭素吸収量 14.3 CO2トン/ha/年
価格 9 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 128.70 128.70 128.70 128.70 128.70 128.70 128.70 64.35 64.35 32.18 1061.78
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -268.4 66.9 66.9 104.4 104.4 104.4 104.4 40.1 40.1 7.9 371.2

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 22.9%22.9%22.9%22.9% 総収益 900.90 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 25.3%25.3%25.3%25.3% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 6.176.176.176.17 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 5.245.245.245.24 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ４　case13/case14

植林面積 4,247 ha case 13 4247 18.2 3
MAI 18.2 M3/ha/年
炭素吸収量 16.7 CO2トン/ha/年
価格 3 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 50.05 25.03 25.03 12.51 412.91
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -347.0 -11.7 -11.7 25.8 25.8 25.8 25.8 0.8 0.8 -11.8 -277.6 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 総収益 350.35 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 #NUM!#NUM!#NUM!#NUM! 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 5.295.295.295.29 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 4.494.494.494.49 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 14 4247 18.2 5
MAI 18.2 M3/ha/年
炭素吸収量 16.7 CO2トン/ha/年
価格 5 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 83.42 41.71 41.71 20.85 688.19
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -313.7 21.6 21.6 59.1 59.1 59.1 59.1 17.4 17.4 -3.4 -2.4 

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 -2.8%-2.8%-2.8%-2.8% 総収益 583.92 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 -0.2%-0.2%-0.2%-0.2% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 5.295.295.295.29 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 4.494.494.494.49 CDMコスト（中） 82.411
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シナリオ４　case15/case16

植林面積 4,247 ha case 15 4247 18.2 7
MAI 18.2 M3/ha/年
炭素吸収量 16.7 CO2トン/ha/年
価格 7 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 116.78 116.78 116.78 116.78 116.78 116.78 116.78 58.39 58.39 29.20 963.46
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -280.3 55.0 55.0 92.5 92.5 92.5 92.5 34.1 34.1 4.9 272.9

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 16.0%16.0%16.0%16.0% 総収益 817.48 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 18.6%18.6%18.6%18.6% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 5.295.295.295.29 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 4.494.494.494.49 CDMコスト（中） 82.411

植林面積 4,247 ha case 16 4247 18.2 9
MAI 18.2 M3/ha/年
炭素吸収量 16.7 CO2トン/ha/年
価格 9 ドル/CO2トン
総植林コスト 500 ドル
CDM事業化コスト 150,000 ドル　（実施前）
CDM事業化コスト 50,000 ドル　（モニタリング、認証費用）

ヘクタールあたりの収支 (USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
総収益 150.15 150.15 150.15 150.15 150.15 150.15 150.15 75.08 75.08 37.54 1238.74
植林コスト 350 50 50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 537.5 690.55
CDM事業化コスト 事業実施前 35.319049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.319

事業実施中 11.773016 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 11.773 117.73
キャッシュ・フロー -246.9 88.4 88.4 125.9 125.9 125.9 125.9 50.8 50.8 13.3 548.2

7年合計
IRR 7年IRR 7年IRR 7年IRR 7年 35.9%35.9%35.9%35.9% 総収益 1051.05 コスト計
IRR 10年IRR 10年IRR 10年IRR 10年 37.9%37.9%37.9%37.9% 植林コスト 500 617.73
CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年)CO2tonあたりコスト(7年) 5.295.295.295.29 CDMコスト（前） 35.319
CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年)CO2tonあたりコスト(10年) 4.494.494.494.49 CDMコスト（中） 82.411
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4.4  CDM事業化と考慮すべき事項 
 
4.4.1 プロジェクト・バウンダリー 
システム・バウンダリー：  環境植林事業地 
時間的バウンダリー：    ７年もしくは 10年を考慮する。 
 
4.4.2 ベースライン 
 CDM理事会により定められた方法はなく、下記考察を前提とする。 
環境植林対象地はベトナム戦争後の「捨てられた土地( abandonment )」の中においての裸
地を対象としている。この土地において商業使用の可能性は現在なく、現状よりさらに土

壌浸食を受けながら荒廃していくことが考えられる。現在の 1 年生草本を中心とする植生
は、時間の単位にもよるが、遷移における極相の状態と思われる。したがいベースライン

として将来的に新たな炭素固定は行なわない、すなわち「歴史的ベースライン」の考察に

基きベースライン 0 を本件の考察の前提とした。 
  
4.4.3 CDMプロジェクトの実施期間 
 CDMプロジェクトとしての実施期間は 7年もしくは 10年とする。 
時間的バウンダリーの中に納めるべきであるが、実際に CDMプロジェクト期間に何年を加
えたものが時間的バウンダリーとして適切かは議論のあるべきところである。 
 
4.4.4 リーケージ 
「捨てられた土地」を対象としており、また周辺住民よりの聴き取り等により、環境植林

候補地において農地等のための現状の土地使用はなく、プロジェクト・バウンダリーより

のリーケージはない。 
アカシアから在来種への入れ替え可能性のアウトラインについて：本調査においてはアカ

シアの単一植林を念頭においているが、在来種との混栽による混合造林の可能性およびア

カシアで閉鎖後に耐陰性の強い在来種を樹床へ植栽し数年後にアカシアと入れ替える方法

等も現地側は検討いく意向がある。 
 
4.4.5 持続可能性 
 環境植林対象地域は保護植林地域となり、無秩序な伐採は不可能となる。老木となった

ものより、主にパルプ材が考えられるが、商業目的の伐採はMARDおよび人民委員会等の
指示のもと下記取決めに基づき実施されることが想定され、これはベトナム国の持続可能

な開発（発展）に資するものと思われる。 
 植林後 8 年以降経過後に生長した立木の 30%について、農民による伐採・販売を許可す
る。その売却収入により 2年以内に同地に補植を行なう。 
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 植林候補地については地形／土壌／肥沃度／アクセスロードなどの環境から見て農作適

地とは言い難い。しかしながらヴェトナム政府が推進している山岳少数民族の生活基盤強

化及び定住化促進の観点、更にはプロジェクトの持続可能性の観点から当該地域において、

特に山地におけるアグロフォレストリー（AGROFORESTRY：混農林業）の採用を検討す
る。現地調査のヒアリングではシナモンが有力樹種と見られる。 
 
4.4.6 モニタリング手法と計画 
CDM 事業に必要とされるすべての関連情報の収集・保存活動を指すが、ここでは、CDM
事業期間における環境植林地域での炭素吸収量の計測方法について述べる。 
 
現在、森林による炭素吸収量に関して、 

CAMF or Model 
CO2FIX 
ECO2 Forestry TM 

等の数量モデル・ソフトが入手可能であり、３－５年に一度の環境植林地域におけるサン

プル・プロットでの立木の生長の度合を確認する以外は上記ソフトを使用し炭素吸収量を

定量化することを考慮する。いずれのソフトを使用する場合であっても、幹、枝、樹皮、

葉と小枝、主根、枝根それぞれに関してのバイオマスの構成割合、炭素比率、生長速度に

関する信頼できるデータの作成・使用が前提となる。実際の事業者が行うモニタリングに

あたってはプランにのっとり NOE 等が認証可能となる要件を満たせるようなマニュアル
が必要となると考えられる。 
 
4.4.7 不確実性 
 植林において人為的なコントロールが「ある程度」可能であるのは植栽までであり、植

栽後は天候、病虫害、火災等の種々のリスクに晒されることとなる。生長速度、すなわち

炭素吸収量は上記の危険により上下することとなる。幸いにして環境植林候補地において

深刻な病虫害の被害は報告されていない。また、完全なドライシーズンが存在しないこと

もあり、火災リスクも大きいものではない（火災保険を付保した場合には実績はほとんど

ないがその時点においての森林の価値の 0.7－1.4％が保険料となる由）。しかしながら天候
リスクとあわせ上記リスクはある程度の定量化が必要となる。 
リスクに係る調査結果を下記する。 
 
①火事：モンスーン期間である 9月から 11月を除き何時でも起こり得る可能性を秘めて

いる。最も乾燥する時期は 1月から 7月であり、特に 3月 4月が最も危険な時
期である。植林に適したアカシア種及び固有種は火への耐性が低い。積極的な
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管理が求められ、発生の場合の迅速な消火が必要で有るが、最も大きな要因は

近隣の住民との関係であり、植林地により大きな附加価値を与える事により発

生率は激減する。 
②洪水：A SAP と A SHAU 渓谷以外には洪水の危険性は余り無い。次ぎのような対

策を講じる事でその様な植林地の洪水リスクはコントロールできる。 
- 川の堤防の内側への植林は行わない 
- 冠水に耐性を持っている樹種、ACACIA CRASSICARPAなどの採用 

          尚、ベトナム政府の植林実施の一つの目的が洪水対策である。 
③地滑り：9月から 11月のモンスーン時期が危険である。 
④風害：A SHAU渓谷の ACACIA MANGIUMの区画に就いては風による被害の後が

見られるが、DARD資料では極端な強風は吹かない。 
⑤病虫害：過去の記録では A LUOI郡のアカシアでは深刻な害虫・病気の被害を受けて

いない。 
 
 
4.4.8 生物多様性 
民間資金を呼び込む為には生長の早く、データの集まり易いアカシアが主要な樹種となろ

う。裸地であるとはいえ草木の植生は存在し、戦争後の年月の中での 1 つのエコシステム
ができていることは否めず、ここに外来樹種を植えるという行為は現在の植生に対する撹

乱であり、保全生態学の視点からは生物多様性を損なう行為と見られることが予想される。

しかしながら（これも結局は人為的な撹乱かもしれぬが）土地の回復を待った持続可能な

伐採、再植林の計画立案を政府と促すことにより、長い年月をかけ在来樹種への入れ換え

をはかっていくことで戦争前の状態に近づけていこうとする試みは、現在の政策とも合致

し奨励されるべきものと考慮する。いずれにせよこの問題はベトナム政府側の理解が必要

であり、本環境植林実行の前提とも言える。 
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第5章 本調査による成果と今後の課題 
 
5.1  プロジェクトの立案 
 MARD より植林対象地として検討の要請を受けた候補地 13,000ha を調査した結果、そ
の内 4,247ha について CDM 制度を活用することにより、民間資金による環境植林対象地
として適格であるという結論を得た。従って、本調査により計画されるのは「ベトナム国

HUE省 A LOUI郡における民間資金を活用した約 4,000haの CDM環境植林事業」である
（詳細については第 4章参照）。 
 
5.2  CDM環境植林事業の実現に向けた今後の課題 
 ベトナムにおける CO2 排出権を獲得の為に民間資金を活用して上述の約 4,000ha の
CDM環境植林事業を実現させるために解決すべき諸問題が本調査により判明し、本事業実
現に向けて今後調査すべき事項を下記の通り明確化した。 
 

5.2.1 民間資金で出来る範囲の明確化 
・CO2排出権価格が市場に左右されるリスク、樹木の成長量のリスク、COP並び
に日越政府における吸収源 CDMの取扱いに関する将来の不透明性など、本事業
については多くのリスク・不確定要素がある。市場原理に基づく民間資金を環境

植林事業に導入していくには、そのリスク・不確実要素を明確化することに加え、

それらを踏まえた形でのリスク・ヘッジやリターン確保が必要である。 
・上記観点から、植林対象地の選別や、植林事業に係るインフラ整備から植林、森

林管理に至る環境植林事業の項目に関して、民間資金が担える役割、公的資金に

て担うべき役割について精査する必要がある。 
 
5.2.2 実施体制の問題 

・事業の円滑な実施のために、植林に係る実施主体を確保する必要がある。ベトナ

ムにおける植林事業に関しては、MARD、DARD、省人民委員会、VINAFOR、
FOREST ENTERPRIZE 等の関連行政府・機関が関与する。植林対象地域に
おいて、効率的に植林事業を実施するためにこれら諸関連機関等との協力体制及

び実施主体を検討する必要がある。 
・植林に適する期間が限られる一方、大規模な植林実施には多数の労働力を要する。

大量の労働力の確保を行いうる現地パートナーの選別ならびに、労働力確保に適

切な手法を検討する必要がある。 
 

5.2.3 資金調達・資金の流れに係る問題： 
・ベトナムにおける環境植林 CDM事業による CO2排出権獲得を目的とする民間
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資金による植林 FUNDの組成を想定しているが、この組成に必要な法的・税制
上等の問題を日越両国において精査する必要がある。 
・CO2 排出権獲得が目的であることより、事業期間中における樹木成長量の最大
化が事業採算性に不可欠であり、植林並びにその後のメンテナンスに対する現場

作業者（地域農民）の労働意欲を高めることが重要である。従い、地域農民に対

するインセンティブ付与を行う方策として、植林作業並びにメンテナンスを行う

地域農民に対して労働に見合った労賃を支払う手法を検討する必要がある。資金

が現場レベルにいかに効率的に届くかどうかの問題は、資金の効率化及び不正防

止の観点からも重要である。 
 
5.2.4 CDM事業化に係る諸問題： 

・CDM事業化については、CDM制度活用特に植林 CDM を巡る国際的な動向に
並びに、ベトナムにおいて CDM 制度を活用するために必要となる同国の
capacity building 問題を精査する必要がある。 

・CDM 制度に係るベトナム国内体制の問題：省庁再編により CDM 管轄の気象水
文総局が天然資源・環境省（MONRE）（MOSTE の再編に伴い新設）に編入された。

また、CDM に関連した委員会組織としてはベトナム国 CDM STEERING 

COMMITTEE （VCSC）がある。他方、同国は国営指定運営機関（Designated 

Operational Entity）の設立を考えているなど、CDM 制度に係るベトナム国内
体制は流動的な要素があり、ベトナムによる CDM事業の国家承認のプロセスに
ついては今後とも検討が必要である。 

 
5.2.5 樹種選択の問題： 

・CO2 排出権獲得を目的とする為、樹木成長量を最大化する必要がある。一方、
CDM事業としては、ベトナムの持続可能な開発・発展への寄与、生物多様性な
ど様々な効果をもたらす必要がある。こうした様々な目的のバランスをはかりな

がら、適切な樹種の選択を検討する必要がある。 
 

5.2.6 社会的問題： 
・植林対象地並びにその周辺地域の住民が当該地で何をしているか、植林と住民が

共生できる植林事業の検討に加え、植林事業による雇用創出効果など地域住民の

生活への影響を精査する必要がある。こうした植林実施による社会経済面への影

響に加え、自然環境面への影響に関する調査も必要である。 

・事業終了後の問題：環境植林では間伐などの森林保全をしつつ、永続的に森林を

残すため、植林・森林管理等によって地域住民の就業機会が永続的に保たれるよ

うに工夫する必要がある。森林保全の過程で実施する間伐或いは、果樹の収穫等
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により一定の経済効果が図れる仕組みを検討する必要がある。 
 

5.2.7 土地確保の問題： 
・植林実施にあたっては、中央政府(MARD 等)、省・郡・村等による土地の保有

に関する実状の調査、住民の土地占有利用実態などを精査する必要がある。 

・土地利用に係る法制面の精査に加え、現地人民委員会等と合意する必要がある。 
 

5.2.8 民間資金の対象とできない地域の問題： 
・MARD より要請のあった候補地約 13,000ha の内、本調査では約 4,000ha につ
いて民間資金による環境植林 CDM事業の可能性を示した。民間資金による対象
とはならない残る約 9,000ha についても環境植林の意義も含めて、検討を必要
とする。すなわち、民間資金の対象とならない部分に関しては、公的支援で実施

するというパートナーシップ等の可能性の検討が必要である。 
 
5.3  本調査結果に基づく、民間事業化への動き 
 本調査結果により、民間資金による CDM環境植林事業の本格化に向けた第１ステップと
して、また本事業の知見集積を目的として、本調査対象地の一部において Pilot-PJ として
実際に CO2排出権獲得の為の民間資金を活用した CDM環境植林事業を計画する予定であ
る。 

- 本年 2月中旬、今回調査地の中より Pilot-PJ（初年度 300～500ha規模の植林）形
成のため、詳細 F/S実施予定。 

- CDM環境植林の受け皿となる FUND組成を準備 
 
5.4  ベトナム政府の環境植林 CDM事業への認識の高揚 
 今回の調査に対する協力・支援等を通じて、ベトナム政府の環境植林 CDMに対する認識
を高めることができた。この結果、民間資金による環境植林 CDM 事業を全国的規模（10
省）で拡大するように更なる要請を受けるに至っており、今後、本調査の成果並びに知見

を活かし、民間資金による環境植林 CDM事業を普及させていくことが求められている。 
 
 






















































































































































































































